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資
本
家
へ
の
途
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一
　
問
題
の
所
在

近
世
木
曽
山
林
業
史
の
課
題
を
考
え
始
め
た
拾
有
余
年
以
前
か
ら
や
や
あ
っ
て
、
当

時
徳
川
林
政
史
研
究
所
長
を
務
め
て
居
ら
れ
た
竹
内
誠
氏
の
言
説
が
そ
の
後
頭
に
残
っ

た
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
材
木
屋
に
は
、
末
代
ま
で
続
い
た
老
舗
は
存
在
せ
ず
、
中
に

は
当
代
限
り
の
場
合
も
あ
っ
た
。
ま
た
材
木
屋
起
源
な
が
ら
子
孫
は
他
業
種
の
中
堅
と

し
て
発
展
し
て
い
る
例
も
見
当
ら
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
先
祖

は
一
代
で
豪
商
と
し
て
の
地
位
を
築
き
な
が
ら
、
子
孫
は
商あ

き
ない
か
ら
撤
退
し
た
家
も
あ

る
と
い
う
。
人
は
華
や
か
な
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
の
成
功
俚
諺
に
惑
わ
さ
れ
が
ち
だ

が
、
材
木
屋
の
現
実
は
難
し
い
商
売
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
材
木
屋
の
実
際
を
考
究
し
た
先
行
研
究
を
復
習
す
る
と
、
ま
ず
竹
内
誠
氏
の

紀
文
研
究
で
、
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
は
江
戸
上
野
寛
永
寺
造
営
を
始
め
御
用
木
請
負
で

財
を
成
し
た
が
、
宝
永
末
年
か
ら
正
徳
の
頃
に
材
木
商
を
廃
業
し
、
貸
金
の
利
息
や
店

賃
の
収
入
で
悠
々
自
適
の
生
活
を
送
っ
た
と
い
う
。
も
う
一
人
の
材
木
屋
の
豪
商
奈
良

屋
茂
左
衛
門
は
、
日
光
東
照
宮
修
築
を
請
け
負
っ
た
が
、
宝
永
七
年
に
廃
業
し
正
徳
四

年
に
死
去
し
た
。
こ
ち
ら
も
紀
文
と
同
じ
く
子
孫
は
貸
家
収
入
と
大
名
貸
等
の
金
利
収

入
で
暮
し
た
と
い
う
。

次
に
鶴
岡
実
枝
子
氏
は
奈
良
屋
茂
左
衛
門
研
究
の
力
作
で
、
宝
永
七
年
奈
良
茂
は
廃

業
後
は
子
孫
に
商あ

き
ない
を
禁
じ
、
地
代
・
店
賃
と
貸
金
業
の
二
本
建
の
生
活
を
用
意
し
た

と
し
て
い
る
。
鶴
岡
氏
は
紀
文
や
奈
良
茂
を
「
商
い
せ
ざ
る
町
人
」
＝
仕
舞
屋
な
る
存

在
と
呼
ん
で
、
実
態
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
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二
二

さ
ら
に
林
順
子
氏
の
力
作
は
、
木
曽
川
域
の
豪
族
か
ら
材
木
店
を
興
し
た
犬
山
屋
神

戸
家
の
研
究
で
名
古
屋
の
分
家
犬
山
屋
神
戸
分
左
衛
門
は
、
そ
の
後
犬
山
屋
の
主
力
材

木
事
業
か
ら
撤
退（
元
文
四
・
五
年
）し
、
享
保
七
年
以
後
は
金
融
業
、
名
古
屋
と
江
戸

の
町
屋
敷
経
営
、
米
以
外
の
商
品
売
買
、
新
田
開
発
等
を
経
営
す
る
に
至
る
が
、
そ
の

経
営
分
析
で
新
田
米
利
益
の
低
さ
を
指
摘
し
、
新
田
投
資
は
「
地
徳
一
筋
」、
す
な
わ

ち
生
活
を
水
田
一
本
化
へ
導
く
保
障
に
な
ら
な
か
っ
た
と
貴
重
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
今
や
新
田
開
発
研
究
の
古
典
の
一
つ
で
も
あ
る
大
石
慎
三
郎
氏
の
名
作

は
、
木
曽
川
河
口
干
拓
地
の
大
宝
前
新
田
を
対
象
に
し
た
犬
山
屋
神
戸
家
の
町
人
請
負

新
田
開
発
の
研
究
で
あ
る
。
犬
山
屋
神
戸
家
は
森
林
の
濫
伐
で
材
木
商
が
限
界
に
達
す

る
と
商
利
貸
付
・
米
穀
売
買
等
様
々
の
分
野
に
手
を
出
し
、最
後
に
新
田
経
営
に
向
う
。

そ
し
て
新
田
築
立
と
新
田
耕
作
の
労
働
力
供
給
源
を
近
隣
村
に
求
め
た
こ
と
を
実
証
し

た
大
石
氏
の
研
究
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。
但
し
新
田
経
営
の
収
益
に
つ
い
て
は
史
料
と

し
て
見
積
書
を
載
せ
る
に
留
り
、
史
料
の
都
合
も
あ
ろ
う
が
、
初
め
か
ら
や
ゝ
楽
観
視

の
感
が
す
る
が
、
将
来
実
績
の
推
測
を
も
っ
と
進
め
ら
れ
た
上
で
の
意
見
も
聞
い
て
み

た
か
っ
た
。

最
後
に
も
う
一
つ
の
古
典
は
所
三
男
氏
で
、
材
木
屋
の
研
究
で
は
な
い
が
氏
の
近
世

林
業
史
研
究
に
は
犬
山
屋
神
戸
家
関
係
の
記
録
が
多
々
あ
り
、
本
家
弥
左
衛
門
が
木
曽

川
筋
犬
山
湊
役
川
番
所
取
締
か
ら
川
下
り
筏
乗
取
締
へ
、
子
孫
弥
兵
衛
の
代
に
は
材
木

仕
出
元
締
に
な
っ
た
こ
と
、
名
古
屋
白
鳥
木
場
の
分
家
神
戸
分
左
衛
門
家
が
江
戸
・
大

坂
の
問
屋
を
取
引
先
と
す
る
材
木
問
屋
に
な
っ
た
こ
と
等
が
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
の

大
宝
前
新
田
開
発
等
へ
の
資
本
の
転
回
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
。

以
上
み
て
き
た
と
お
り
優
れ
た
研
究
が
か
な
り
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
今
更
新
た
に
参

入
を
試
み
た
と
こ
ろ
で
、
屋
上
屋
を
架
す
結
果
に
な
る
だ
け
か
も
知
れ
な
い
。
近
世
後

期
に
お
け
る
材
木
屋
の
限
界
は
、
濫
伐
に
よ
る
林
業
資
源
の
減
耗
と
、
緊
縮
財
政
「
正

徳
の
治
」
に
よ
る
公
営
工
事
の
終
了
と
が
関
係
し
た
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
が
、
一
方
こ

う
し
た
外
圧
だ
け
で
な
く
材
木
屋
側
に
も
事
業
転
換
を
困
難
に
し
た
原
因
が
な
か
っ
た

か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
時
代
の
変
化
に
際
し
、
創
業
期
以
来
の
業
種
を
転
換

し
、
そ
の
後
発
展
し
た
事
業
所
や
業
界
の
例
が
珍
し
く
な
い
の
も
歴
史
の
常
で
あ
る
。

本
稿
は
近
世
の
材
木
屋
が
永
続
で
き
な
か
っ
た
要
因
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
え
て
み

る
こ
と
に
し
た
。

筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
近
世
木
曽
山
林
業
史
に
関
す
る
十
余
年
間
の
学
習
に
お
い
て
、

犬
山
屋
神
戸
家
関
係
史
料
を
本
研
究
紀
要
旧
稿
に
多
々
引
用
し
て
き
た
が
、
今
回
は
そ

れ
等
史
料
の
主
要
部
分
を
一
ヶ
所
に
ま
と
め
て
再
構
成
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た
。
そ

れ
故
初
出
旧
稿
の
出
典
掲
示
は
繁
雑
を
さ
け
る
た
め
雀
略
し
、
史
料
出
典
と
所
蔵
先
の

み
を
記
す
こ
と
に
留
め
た
こ
と
を
最
初
に
お
断
り
し
て
お
く
。

二
　
御
用
木
仕
出
か
ら
手
前
金
運
上
仕
出
へ

（
一
）　

御
用
仕
出
と
豪
商

木
曽
山
は
、
秀
吉
の
時
代
に
は
蔵
入
地
と
さ
れ
、
代
官
に
は
石
川
備
前
守
光
吉
が
任

ぜ
ら
れ
た
。
関
ヶ
原
役
の
後
、
家
康
も
同
地
を
蔵
入
地
と
し
て
行
政
も
石
川
時
代
を
踏

襲
し
、
代
官
は
山
村
道
祐
良
候
が
務
め
た
。
御
林
御
用（
官
林
切
出
業
務
）は
代
官
が
総

代
と
な
り
、
村
方
は
庄
屋
を
元
締
に
し
て
実
働
は
村
民
が
勤
め
る
組
織
が
成
立
し
て

い
っ
た
。
そ
し
て
伐
出
し
た
木
材
は
木
曽
川
を
流
送
し
角
倉
等
の
商
人
に
委
ね
ら
れ
る

と
い
う
の
が
、
幕
府
が
示
し
た
モ
デ
ル
で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
尾
張
藩
家
老
竹
腰
山
城

守
が
述
べ
て
い
た
。

徳
川
家
康
公
ゟ
山
村
道
祐
公
江
触
候
御
状

（
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尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

二
三

木
曽
谷
中
代
官
之
儀
被
仰
付
候
、
再
材
木
等
之
儀
木
曽
川
飛
驒
川
共
、
石
川
備
前

如
仕
候
時
可
申
付
候
也

慶
長
五
年
十
一
月
十
一
日

　
　
　

御
朱
印　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
（
江
戸
奉
行
）
久
保
十（石
見
守
長
安
）

兵
衛　

奉
之　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
（
木
曽
代
官
）

村
道
祐

　
　
　

題　

欠

天
正
十
八
年
ゟ
慶
長
五
年
迄
之
間
、
木
曽
谷
中
代
官
役
石
川
備
前
守
也
、
右
代
官

ト
称
シ
左
之
方
々
相
勤
ム

原
孫
右
衛
門　
　

奈
良
井　

薮
原　

荻
曽　

奈
川

原
藤
左
衛
門　
　

贄
川

原
図
書　
　
　
　

宮
ノ
越　

原
野　

菅　

上
田　

黒
川　

末
川　

黒
沢

古
田
十
兵
衛　
　

上
松　

長
野　

須
原　

殿
神
辺
休
安　
　
　

三
留
野
ゟ
下
之

村
々
分

山
村
道
祐　
　
　

三
尾　

王
瀧　

福
嶋　

岩
郷

右
村
々
被
下
代
官
支
配
を
村
を
（
長
）さ

と
云
、
肝
煎
殿
有
之
支
配
ス
、
此
肝
煎
殿
を
庄

屋
ト
モ
云

　
　
　

覚

相
（
家
康
）国

様
中（
義
直
）

納
言
殿
江
木
曽
を
被
遣
候
意
趣
者
、
尾
張
ニ
う（浮
）き

所
務
無
之
候
、
木

曽
ゟ
年
々
榑
弐
拾
万
丁
宛
出
致
役
榑
を
千
（
伊
那
代
官
）

村
平
右
衛
門
山（木
曽
代
官
）

村
七
郎
右
衛
門
、
壱

万
六
千
石
之
役
ニ
而
に（
錦

織

）

し
こ
里
ま
て
出
候
を
、
角
倉
与
一
ニ
売
ら
せ
雑
用
ニ
仕
候

へ（尾
張
藩
国
奉
行
）

と
藤
田
民
部
原（同
材
木
奉
行
）

田
右
衛
門
ニ
被
仰
付
候（
後
略
）

　

八
（
元
和
五
年
）

月
十
四
日�

　

竹
（
尾
張
藩
家
老
）

腰
山
城
守
正
信　
　

　
　

土
（
江
戸
老
中
）

井
大
炊
助
殿

次
に
丸
太
の
割
材
で
あ
る
榑
・
土
居
伐
出
の
勘
定
書
を
み
よ
う
。
な
お
駄
・
束
・
丁

の
違
い
は
壱
駄
は
四
束
、
壱
束
は
三
十
丁
で
あ
る
。

仕
出
木
の
引
取
先
は
、
公
儀
御
用
が
御
黒
印
と
禁
中
御
作
事
の
榑
四
万
七
千
三
百
三

拾
丁
と
土
井
弐
千
拾
弐
駄
、
山
村
代
官
所
へ
榑
拾
六
万
千
七
百
九
拾
五
丁
を
配
し
、
こ

れ
は
材
買
費
へ
廻
さ
れ
、
榑
拾
九
万
八
千
九
百
九
拾
六
丁
と
土
井
弐
千
三
百
三
拾
九
駄

が
豪
商
角
倉
与
一
へ
、
他
に
榑
拾
壱
万
九
千
六
百
四
拾
丁
が
そ
の
他
と
な
っ
た
。
か
く

て
こ
の
土
井
榑
勘
書
で
は
御
用
木
の
取
得
よ
り
も
、
材
買
費
の
調
達
や
材
木
市
場
の
売

上
げ
が
藩
財
政
を
利
し
事
業
化
し
て
行
っ
た
と
読
め
る
。
そ
こ
で
必
要
経
費
も
藩
の
負

担
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
件
で
は
作
業
着
手
以
前
に
経
費
前
渡
制
も
み
ら
れ
、来
年
・

再
来
年
分
の
複
数
年
分
が
一
度
に
交
付
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
利
子
の
有
無
は
不

明
で
あ
る
。

　

木
曽
土
井
榑
御
勘
定
目
録

一
榑
弐
拾
六
万
八
千
百
五
拾
八
丁　
　

子
（
慶
長
十
七
）

年
分

一
土
井
四
千
三
百
五
拾
弐
駄　
　
　
　

同
年
分

一
榑
弐
拾
六
万
八
千
百
五
拾
八
丁　
　

丑
（
慶
長
十
八
）

年
分

一
土
井
四
千
三
百
五
拾
弐
駄　
　
　
　

同
年
分

榑
合
五
拾
三
万
六
千
三
百
拾
六
丁

土
井
合
八
千
七
百
四
駄

　
　

右
渡
分

榑
壱
万
七
千
三
百
三
拾
丁　
　
　
　
　

御
黒
印

　

此
銀
六
貫
六
拾
五
匁
三
分

土
井
千
百
七
拾
九
駄　
　
　
　
　
　
　

御
黒
印

（
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尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
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の
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二
四

　

此
銀
六
貫
四
百
三
拾
四
匁
五
分

榑
三
万
丁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
田
九
郎
兵
衛
渡

　

是
者
禁
中
御
作
事
御
用
之
由

土
井
八
百
三
拾
三
駄
壱
束　
　
　
　
　

同　

人

　

右
同
断

榑
壱
万
九
千
六
百
四
拾
丁　
　
　
　
　

水
谷
九
左
衛
門
渡

榑
拾
万
丁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
野
宗
左
衛
門
渡

榑
拾
三
万
丁　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

角
倉
与
一
渡

土
井
七
百
四
拾
七
駄
三
束　
　
　
　
　

同
人

榑
六
万
八
千
九
百
九
拾
六
丁　
　
　
　

同
人

土
井
千
五
百
九
拾
弐
駄　
　
　
　
　
　

同
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
（
伊
那
代
官
）

村
平
右
衛
門

榑
拾
六
万
千
七
百
九
拾
五
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
（
木
曽
代
官
）

村
七
郎
右（良
安
）衛門

此
銀
五
拾
六
貫
六
百
弐
拾
八
匁
四
分

是
者
御
買
材
之
代
ニ
相
渡
別
紙
ニ
御
勘
定
仕
上
候
也

榑
渡
合
五
拾
弐
万
七
千
七
百
六
拾
壱
丁

土
井
渡
合
四
千
三
百
五
拾
弐
駄

残
榑
八
千
五
百
五
拾
五
丁　
　
　
　
　

錦
織
ニ
有

残
土
井
四
千
三
百
五
拾
弐
駄　
　
　
　

馬
籠
村
ニ
有

右
之
分
御
勘
定
仕
上
候
、
若
相
違
之
儀
御
座
候
者
何
時
も
仕
直
し
上
可
申
候
以
上

　

元
和
弐
年
辰
九
月
廿
一
日

山
村
七
郎
右
衛
門
花
押　
　

　
　

御
勘（駿
府
勘
定
所
の
帖
紙
）

定
所　
　

　
　
　

請
取
申
金
子
之
事

　

金
五
百
両
者
小
判
也

右
是
者
木
曽
山
二
而
、
御
材
木
御
本
切
・
川
狩
入
用
共
ニ
請
取
申
所
実
正
也
、

御
材
木
奉
行
所
江
相
渡
、
此
手
形
を
以
重
而
御
勘
定
可
申
上
候
、
為
後
日
如
斯

候
、
已
上

寛
永
拾
五
寅
二
月
十
七
日�

�　
　

山
（
木
曽
代
官
）村甚
兵
衛
印　

　

島
田
才
兵
衛
殿

　

成
田
藤
右
衛
門
殿

　
　

請
取
申
金
子
之
事

金
弐
千
両
者
小
判
也

右
是
者
来
春
木
曽
お（御
嶽
）

の
た
け
山
ゟ
御
材
木
出
し
申
候
本
切
入
用
ニ
請
取
申
、
御

材
木
白
鳥
江
相
届
ケ
重
而
御
勘
定
可
申
候
、
仍
如
件

寛
永
廿
一
申
年
十
月
廿
一
日�

山
村
甚
兵
衛
印　

　

鳥
居
作
五
左
衛
門
殿

　

朝
倉
市
郎
兵
衛
殿

　
（
裏
書
）

此
金（正
保
二
・
三
）

酉
戌
両
年
ニ
滝
越
山
材
木
勘
定
、
子（慶
安
元
）

ノ
六
月
十
一
日
ニ
相
済
、
内
ニ
入
相
済

者
也

右
表
書
小
判
無
相
違
御
渡
可
在
候
、
已
上

�

　
　

高

（
尾
張
藩
家
老
）木修
理　
　
　

�

　
　

成
（
同
）　
瀬
隼
人　
　
　

（
以
下
略
）　

（
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尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

二
五

と
こ
ろ
で
木
曽
山
地
方
に
お
い
て
は
、
榑
土
井
勘
定
に
は
特
別
な
意
味
が
あ
る
。
平

地
の
少
な
い
こ
の
地
方
で
は
、
穀
物
の
物
成
が
少
な
く
年
貢
納
入
に
支
障
を
来
し
、
不

足
分
を
榑
木
土
井
で
充
当
す
る（
年
貢
木
あ
る
い
は
役
木
と
い
う
）制
度
が
と
ら
れ
た
。
し

か
し
穀
物
年
貢
の
不
足
を
年
貢
木
で
補
う
の
だ
か
ら
、
当
然
穀
物
は
そ
れ
以
前
に
上
納

さ
れ
る
の
で
、
住
民
の
食
糧
は
不
足
状
態
に
落
ち
入
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
年
貢
木
を

完
納
し
た
場
合
に
、
先
納
し
た
年
貢
米
を
還
付
す
る（
下
用
米
と
い
う
）制
度
も
加
え
ら

れ
た
。
上
納
年
貢
木
と
下
用
米
の
換
算
率
、
お
よ
び
下
用
米
に
代
替
す
る
大
豆
・
蕎

麦
・
稗
・
小
豆
等
雑
穀
の
換
算
率
、
年
間
総
量
を
次
の
史
料
に
示
す
。
ま
た
榑
・
土
井

の
寸
法
も
以
下
の
史
料
に
示
す
。

　
　
　

王
瀧
村
古
事
記
ス

往
古
木
曽
谷
宿
村
御
年
貢
之
義
者
、
田
畑
共
反
則
之
訳
無
之
、
誰
者
田
何
枚
持
御

年
貢
米
何
程
、
畑
何
枚
持
大
豆
又
者
小
豆
蕎
麦
稗
何
程
、
土
井
何
丁
と
定
り
居
、

毎
年
田
畑
御
年
貢
穀
を
郷
蔵
江
納
置
、
桧
土
井
木
を
明あき
山
ゟ
伐
出
福
嶋
江
持
届
候

而
、
右
扶
持
米
と
し
て
土
井（百
二
十
丁
）

壱
駄
ニ
付
九
升
宛
被
下
候
、
尤
右
扶
持
米
者
郷
蔵
ニ

預
り
申
候
米
を
以
而
被
下
、
郷
蔵
ニ
残
米
い
た
し
時
者
他
村
江
相
廻
し
、
不
足
之

時
者
他
村
ゟ
請
取
候
事
も
可
有
、
雑
穀
替
米
如
左
之

　

米
壱
升
ノ
替
り　

大
豆
五
割
ま
し

　
　
　
　
　
　
　

蕎
麦
二
倍
増

　
　
　
　
　
　
　

稗　

三
倍
増

　
　
　
　
　
　
　

小
豆
計
り
か
へ（
同
量
の
意
）

　

享
保
八
卯
年
十
一
月
廿
二
日
ゟ
同
九
辰
年
三
月
廿
日
迄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
役
木
切
畑
運
上
御
願
被
仰
出
之
帳

一　

木
曽
御
年
貢
之
義
物
成
ニ
而
上
納
不
仕
、
榑
木
土
居
（
井
）ニ

而
御
年
貢
相
立
候
由
緒

之
義
者
、
木
曽
中
田
畑
高
と
申
儀
無
御
座
、
米
籾
大
豆
小
豆
蕎
麦
稗
を
以
千
六
百

八
拾
弐
石
五
斗
五
升
、
村
々
ゟ
収
納
仕
訳
ニ
御
座
候
ら
へ
共
、
元
来
田
畑
僅
ニ
而

専
山
挊
を
以
相
立
申
候
ニ
付
、
御
年
貢
者
山
手
ニ
振
替
榑
木
土
居
ニ
而
致
上
納
、
此

代
米
雑
穀
を
請
取
助
成
ニ
致
相
立
来
り
申
候（
中
略
）

一　

御
年
貢
之
義
古
来
ゟ
榑
土
居
ニ
相
立
、
物
成
之
義
者
代
官
江
被
納
物
成
之
内
ニ
而

右
榑
木
土
居
代
米
を
毎
年
春
夏
両
度
つ
ゝ
下
用
ニ
相
渡
候
、
役
木
拾
五
万
弐
千
丁

御
買
木
拾
壱
万
六
千
百
五
拾
八
丁
土
居
四
千
三
百
五
拾
弐
駄
之
木
高
ニ
、
物
成
高

引
合
候
様
ニ
公
儀
御
勘
定
之
法
を
相
立
、
百
姓
共
江
渡
り
方
者
御
役
榑
壱
挺
ニ
付

拂
枡
三
合
つ
ゝ
、
御
買
榑
上
木
五
合
中
木
四
合
下
木
弐
合
つ
ゝ
之
法
を
以
、
概
三

合
七
勺
五
才
つ
ゝ
相
渡
、
土
居
者
壱（百
二
十
丁
）

駄
九
升
つ
ゝ
相
渡
り
、
石（旧
代
官
）

川
備
前
守（
時
）代

の
勘
定
仕
来
り
被
仰
御
座
候
事（
後
略
）

　

享
保
九
年
辰
正
月�

木
曽
谷
中　
　

宿
並
問
屋　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
郷
庄
屋　
　

　
　

木
曽
丑（慶
長
十
八
）

年
分
御
勘
定
目
録

一　

米
千
六
百
八
拾
弐
石
五
斗
五
合　
　

定
納

　
　
　

此
渡
方

　
　

米
千
弐
百
三
拾
四
石
弐
斗
五
升　
　

榑
木

　
　
　

此
榑
弐
拾
六
万
八
千
百
五
拾
八
丁

　
　
　

内　

拾
五
万
弐
千
丁　
　
　
　
　

御
役
榑
壱
丁
ニ
付
三
合
宛

　
　
　
　
　

拾
壱
万
六
千
百
五
拾
八
丁　

御
買
榑
壱
丁
ニ
付
六
合
七
夕
宛

　
　

米
四
百
四
拾
八
石
弐
斗
五
升
六
合　

御
役
土
井

　
　
　

此
土
井
四
千
三
百
五
拾
弐
駄　
　

壱
駄
ニ
付
壱
斗
三
合
宛

　
　

渡
合
千
六
百
八
拾
弐
石
五
斗
五
合

（
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尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

二
六

　

右
之
分
御
勘
定
仕
上
候
、
若
相
違
之
儀
御
座
候
者
何
時
も
仕
直
し
上
可
申
候
以

上
　

元
和
弐
年
辰
九
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
村
七
郎
右
衛
門
花
押　
　

　

御
奉
行
所

　
　
　

差
上
申
一
札
之
事

一　

明あき
御
山
内
ニ
相
立
有
之
候
桧
椹
槙
明あす
桧ひ
右
四
品
之
立
木
、
小
桧
曽
木
立
惣
而
生

木
伐
取
候
義
、
今
度
御
停
止
被
仰
出
候
間
御
巣
山
御
留
山
之
義
者
勿
論
、
向
後
明

御
山
内
ニ
而
右
四
品
之
立
木
小
桧
曽
木
迄
、
此
伐
取
不
申
候
様
ニ
与
被
仰
付
奉
畏

候
御
事

一　

只
今
迄
明
御
山
内
ニ
而
も
槙
生
立
者
勿
論
之
義
、
桧
椹
小
桧
曽
木
猥
り
ニ
切
不
申

候
筈
ニ
毎
年
被
仰
付
相
守
来
申
候
、
向
後
之
義
者
弥
御
停
止
之
四
品
、
生
木
ニ
而
家

作
材
木
商
売
木
者
、
何
程
之
細
木
ニ
而
茂
一
切
伐
取
申
聞
敷
旨
被
仰
付
奉
畏
候
御
事

（
以
下
略
）

　
　
　

宝
永
五
年
子
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

王
瀧
村
庄
屋
・
組
頭連

判　
　

　
　
　

口
上
覚

木
曽
谷
中
御
年
貢
榑
并
土
居
之
義
、
只
今
迄
毎
歳
御
定
之
通
仕
出
御
年
貢
御
勤
候

ら
へ
共
、
近
年
者
諸
山
共
ニ
尽
御
山
ニ
罷
成
候
故
、
例
年
仕
出
候
御
年
貢
木
堀
木

或
買
木
等
ニ
而
御
年
貢
相
勤
候
故
、
百
姓
共
甚
令
難
儀
候
由
相
聞
候
、
依
之
谷
中

百
姓
御
憐
愍
之
た
め
、
向
後
御
年
貢
榑
并
土
居
共
ニ
不
残
御
免
被
成
候
間
、
只
今

（
15
）

（
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迄
御
年
貢
木
之
下
用
米
ニ
相
渡
候
御
年
貢
米
致
上
納
候
様
ニ
谷
中
百
姓
共
江
可
申

付
旨
申
渡
候（
後
略
）

　

享
保
九
年
三
月
廿
日

山
村
甚
兵
衛　
　
　

　
　
　

木
曽
谷
中
御
年
貢
高

一　

米
千
六
百
八
拾
弐
石
五
斗
五
升　
　

伹�

木
曽
谷
者
無
高
ノ
場
所
ニ
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

尾
張
大
納
言
殿
御
高
ノ
外
也

一　

桧
榑
弐
拾
六
万
八
千
百
五
拾
八
挺　

伹�

長
五
尺
弐
寸

三
方
三
寸　

腹
弐
寸
五
分

一　

土
居
四
千
三
百
五
拾
弐
駄　
　
　
　

伹�

長
三
尺
三
寸

三
方
九
寸　

腹
四
寸　
　

右
榑
并
土
居
之
儀
者
御
年
貢
木
ト
モ
又
御
役
木
ト
モ
申
也
、
享
保
八
卯
年
迄
木
ニ

而
相
納
下
用
米
頂
戴
致
来
り
候
処
、
同
九
辰
年
田
畑
御
検
地
後
、
御
年
貢
木
御

止
ミ
下
用
米
ニ
而
上
納
被
仰
付
候
、
此
下
用
米
ト
申
者
豫
而
ゟ
納
メ
候
御
年
貢

米
を
云
也（
後
略
）

　

享
保
九
辰
年

王
瀧
村
庄
屋　

松
原
彦
八　
　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
開
幕
以
来
の
木
曽
山
林
業
で
あ
っ
た
が
、
竹
腰
文
書
に
示
さ
れ

た
元
和
法
式
に
も
尽
山
化
の
影
り
が
み
え
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
ず
桧
椹
槙

明
桧
四
種
の
停
止
木
化
か
ら
始
ま
り
、
榑
土
井
年
貢
木
制
度
の
廃
止
＝
下
用
米
制
度
の

廃
止
に
至
っ
た
。
そ
の
結
果
史
料
註
17
巻
末
三
行
の
よ
う
に
、
以
後
「
御
年
貢
木
御
止

ミ
下
用
米
ニ
而
上
納
被
仰
付
候
」
と
あ
り
、
年
貢
木
制
廃
止
＝
下
用
米
制
廃
止
＝
年
貢

（
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）



尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

二
七

米
制（
年
貢
上
納
制
）定
着
に
い
た
っ
た
。
そ
の
結
果
現
地
食
糧
需
給
の
不
安
と
、
森
林

資
源
の
減
少
で
豪
商
の
経
営
合
理
化
と
、
そ
の
材
木
減
少
分
の
補
充
を
め
ざ
し
た
地
場

業
者
の
登
場
で
材
木
商
界
に
も
変
化
が
興
り
、
本
稿
の
課
題
の
一
つ
も
こ
こ
に
置
い
た
。

（
二
）　

地
場
材
木
商
神
戸
家
の
登
場

　

①　

神
戸
家
の
系
譜
と
川
並
・
番
所
取
締
役

神
戸
家
と
木
曽
川
筋
と
の
関
わ
り
は
、
尾
張
藩
以
前
の
石
川
備
前
守
代
官
時
代
か
ら

川
通
御
用
取
締
役
を
勤
め
て
扶
持
方
を
頂
戴
し
た
こ
と
も
あ
り
、
川
湊
御
番
所
川
並
取

締
り
方
等
文
禄
年
間
以
後
二
〇
〇
年
余
に
わ
た
り
、
御
用
「
相
勤
来
難
有
仕
合
奉
存

候
」
と
い
う
。

次
に
神
戸
家
の
系
図
を
同
家
史
料
「
永
々
録　

二
番
」
か
ら
整
理
し
て
み
た
が
不
明

の
点
も
あ
り
、
そ
れ
を
所
三
男
氏
の
著
作
『
近
世
林
業
史
の
研
究
』
所
載
の
系
図
か
ら

補
正（
特
に
分
家
の
部
分
）を
し
て
示
し
た
。

と
こ
ろ
で
川
並
御
締
り
方
と
言
い
、
川
並
番
所
役
と
言
い
、
実
際
の
役
割
は
何
か
と

な
れ
ば
、
役
所
よ
り
御
壁
書（
註
21
「
定
」
と
註
22
「
覚
」）な
る
書
付
が
渡
さ
れ
、
内
容

の
厳
守
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
積
荷
の
安
全
と
確
認
、
筏
乗
の
雇
傭
と
指
揮
監

督
保
護
、
運
送
と
事
故
渉
外
の
差
配
等
広
範
に
及
ん
だ
。
そ
こ
に
至
る
経
緯
と
御
壁
書

を
家
系
図
と
共
に
続
け
て
示
そ
う
。

　
　

覚

一　
（
尾
張
藩
）木
曽
御
山
御
拝
領
以
前
ゟ
先
祖
神
戸
弥
左
衛
門
川
並
御
締
り
方
御

用
相
勤
、
惣
領
長
蔵
儀
木
曽
川
通
り
御
用
相
勤
、
飛
驒
国
金
森
出
雲
守
様
御
山

之
頃
ゟ
次
男
弥
兵
衛
儀
飛
驒
川
通
り
御
用
相
勤
、
両
家
ニ
而
両
川
御
用
相
勤
申

候
一　

寛
文
年
中
長
蔵
儀
御
扶
持
方
弐
拾
人
分
被
下
置
鉄
炮
五
挺
御
預
り
申
上
、
長

蔵
弐
代
之
内
御
扶
持
方
被
下
置
相
勤
申
候
処
長
蔵
儀
家
断
絶
仕
候
ニ
付
、
貞
享

三
寅
年
右
両
川
筋
川
並
御
締
り
方
御
用
弥
兵
衛
相
勤
候
様
、
被
仰
付
御
扶
持
方

拾
人
分
被
下
置
候

一　

私
四
代
先
弥
左
衛
門
ゟ
御
扶
持
方
不
被
下
置
無
禄
ニ
而
、
御
番
所
川
並
御
締

り
方
等
之
儀
者
、
先
規
之
通
御
用
相
勤
申
候（
以
下
略
）

　
　

享
和
元
年
酉
九
月�

神
戸
弥
左
衛
門　

　

由
緒
之
儀
書
付
差
上
候
様
被
仰
付
候
ニ
付
相
認
差
上
申
候
御
事

一　

私
先
祖
犬
山
湊
役
相
勤
候
儀
者
凡
弐
百
餘
ケ
年
ゟ
以
前
ニ
而
御
座
候
得
共
、

初
発
之
儀
判
然
と
相
分
り
不
申
候
、
往
古
木
曽
方　

大
公
義
御
山
御
時
節
ニ
者
、

川
並
御
番
所
一
円
無
御
座
犬
山
御
番
所
ニ
而
川
丈
御
締
方
御
勤
来
申
候
処
、（
尾

張
藩
）御
拝
領
後
萬
治
年
中
御
材
木
御
役
所
相
改
り
、
并
川
並
所
ニ
御
番
所
茂

御
取
建
御
座
候
由
、
依
而
往
古
之
例
を
以
黒
瀬
兼
山
御
役
船
手
形
ニ
者
只
今
ニ

至
ル
迄
、
私
名
前
宛
一
名
ニ
而
下
川
並
迄
茂
一
円
通
船
仕
候

一　

惣
領
長
蔵
家
相
欠
ケ
次
男
弥
兵
衛
義
私
家
世
代
ニ
御
座
候
処
、
右
弥
兵
衛
江

木
曽
方
飛
驒
方
両
川
共
御
用
被
仰
付
御
扶
持
方
拾
人
分
被
下
置
、
并
御
奉
行
衆

ゟ
御
壁
書
相
渡
り
申
候
、
右
御
壁
書
只
今
ニ
所
持
仕
候

一　

五
代
先
弥
兵
衛
江
木
曽
阿
寺
山
御
材
木
元
伐
運
送
等
被
仰
付
、
為
御
褒
美
銀

五
拾
枚
拝
領
仕
、
其
後
金
五
百
両
頂
戴
仕
候
、
尤
阿
寺
山
御
用
相
勤
申
由
者
以

来
毎
年
金
三
百
両
つ
ゝ
被
下
置
筈
被
仰
渡
候

（
以
下
略
）

　

未
（
文
化
八
年
）

七
月�

神
戸
弥
兵
衛　
　

（
5
）

（
18
）

（
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）



尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

二
八

　
　

乍
恐
奉
願
上
候
御
事

犬
山
湊
之
儀
往
古
、（
尾
張
藩
）木
曽
御
山
御
拝
領
以
前
犬
山
御
城
主
石
川
備
前

守
様
木
曽
御
代
官
御
兼
務
之
節
御
番
所
御
建
被
成
、
文
禄
五
年
申
正
月
私
先
祖

弥
左
衛
門
御
願
申
上
材
木
川
下
ヶ
等
仕
、
引
続
慶
長
年
中
江
戸
駿
河
名
古
屋
御

城
御
造
営
之
節
、
御
材
木
川
下
ヶ
御
用
相
勤
御
蔭
を
以
連
綿
と
無
退
転
只
今
ニ

到
ル
迄
、
御
預
り
申
上
御
材
木
桴
川
下
ヶ
等
相
勤
メ
来
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右

者
川
並
御
締
方
御
番
所
ニ
而
候
儀
ニ
御
座
候
得
者
、
御
壁
書
通
り
相
守
り
船
桴
共

相
改
送
状
ニ
裏
判
仕
相
通
し
申
候
儀
ニ
御
座
候（
以
下
略
）

　

文
政
五
午
閏
正
月

神
戸
弥
兵
衛　
　

　
　
　
　
　

錦
織
御
陣
屋
江

　
　
　

定

一
従　

公
儀
川
並
諸
事
被
仰
付
候
儀
堅
可
相
守
事

一
公
儀
桴
并
商
人
桴
念
を
入
相
改
請
取
拂
可
仕
候
、
舟
改
之
儀
荷
物
等
念
を
入
相

（
20
）

（
21
）

（
犬
山
鵜
飼
屋
）

　
　弥
左
衛
門

　
　（元
和
九
没
）

犬
山
湊
番
役

川
並
御
締
方

（

　
　
　
　
　）

長
蔵
（
分
家
罷
立
）

（
宝
永
十
五
没
）

弥
兵
衛

弥
右
衛
門

（
分
家
罷
立
）

（
江
戸
犬
山
屋
罷
立
）

彦
七
郎

（
万
治
二
没
）

弥
兵
衛

（
正
徳
三
没
）
（
享
保
二
十
没
）
（
明
和
三
没
）
（
寛
政
十
二
隠
居
）
（
寛
政
十
二
家
督
）

弥
左
衛
門

弥
左
衛
門

弥
左
衛
門

弥
左
衛
門

弥
左
衛
門

分
左
衛
門

（
名
古
屋
犬
山
屋
罷
立
）

分
左
衛
門

分
左
衛
門

分
左
衛
門

分
左
衛
門

分
左
衛
門

（
正
徳
二
没
）
（
元
文
五
没
）
（
寛
保
三
没
）
（
寛
政
六
没
）

（
文
政
十
二
没
）
（
天
保
十
四
没
）

（
貞
享
三
断
絶
）

長
蔵

（
断
絶
）

弥
右
衛
門

犬山屋神戸家系略図

出所資料　註（18）神戸弥左衛門「永々録　弐番」26頁。
註（5）所三男『近世林業史の研究』824頁。
以上を簡略化再構成した。



尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

二
九

改
可
申
候
事

一
桴
乗
下
シ
申
ニ
乗
や
ふ
り
吹
や
ふ
り
候
ハ
ヽ
、
長
蔵
指
図
次
第
ニ
乗
前
持
之
者

早
速
可
参
候
、
水
出
之
時
分
公
儀
桴
な
か
さ
ゝ
る
様
ニ
可
仕
候
事

一
川
番
之
者
三
人
ニ
而
者
如
何
ニ
候
間
四
人
ニ
仕
、
其
上
ニ
而
乗
前
持
番
所
江
折
々

見
舞
、
番
之
者
油
断
不
仕
候
様
申
付
事

一
乗
手
之
者
桴
木
数
念
を
入
改
請
取
、
乗
下
シ
木
品
相
違
無
之
様
ニ
相
渡
シ
可
申

事
一
乗
手
之
者
川
並
諸
奉
行
衆
慮
外
不
仕
様
ニ
可
申
付
事

一
下
川
へ
桴
乗
下
之
儀
下
人
者
不
及
申
や
と
ひ
人
遣
候
共
、
念
を
入
宿
持
不
申
者

や
と
ひ
申
間
敷
候
、
や
と
ひ
遣
候
ハ
ヽ
其
者
宿
主
ニ
請
合
、
先
々
ニ
而
諸
事
不

作
法
不
仕
候
様
ニ
堅
申
付
遣
し
可
申
候
、
若
先
々
ニ
而
不
作
法
仕
候
ハ
ヽ
乗
前

持
可
為
越
度
候

一
桴
乗
手
共
兼
日
御
法
度
之
通
所
之
義
者
勿
論
、
下
川
並
ニ
而
他
領
た
り
と
い
ふ

と
も
は
く
ち
打
申
間
敷
候
、
若
隠
シ
先
々
ニ
而
は
く
ち
打
申
義
知
レ
候
ハ
ヽ
急

度
可
申
付
候

一
従　

公
儀
請
取
乗
飯
米
并
商
人
桴
乗
賃
取
候
ハ
ヽ
乗
手
立
合
、
以
来
申
分
無
之

様
ニ
割
荷
可
仕
候
事

一
桴
乗
賃
商
人
手
前
よ
り
定
之
外
取
申
間
敷
事

一
乗
前
を
か
き
入
借
物
仕
候
ハ
ヽ
長
蔵
加
判
ニ
而
か
き
入
可
申
候
、
売
買
之
儀
者

勿
論
諸
親
類
何
も
の
ニ
よ
ら
す
と
ら
せ
候
共
、
長
蔵
方
江
相
断
可
申
候
、
弥
兵

衛
者
此
方
江
相
届
差
図
次
第
ニ
可
仕
候
事

右
之
者
乗
前
持
之
者
共
江
堅
可
申
付
候
、
若
相
背
者
於
有
之
者
依
其
品
或
過
料

成
曲
事
ニ
可
申
付
者
也

　
　

寛
文
六
年
午
正
月
八
日

上
田
久
兵
衛　
　
　

三
村
清
右
衛
門　
　

　
　

神
戸
長
蔵

　

右
者
長
蔵
方
江
壁
書
写

　
　
　

覚

一
諸
材
木
之
御
役
手
形
并
問
屋
送
状
有
之
分
相
改
、
致
加
判
通
し
可
申
事

一
上
川
よ
り
御
役
済
下
シ
申
材
木
之
内
、
犬
山
ニ
上
ヶ
置
重
而
下
し
申
度
と
断
申

材
木
者
其
木
品
改
書
記
し
、
重
而
下
シ
候
時
分
茂
相
改
手
形
出
し
可
申
事

一
挽
板
へ
き
板
挽
木
古
家
新
家
共
ニ
家
道
具
并
新
桶
之
分
、
川
並
一
円
通
し
申
間

敷
候
、
但
犬
山
ゟ
出
る
成
瀬
隼
人
正
殿
材
木
分
者
被
相
断
次
第
手
形
を
出
し
下

可
申
事

一
黒
瀬
兼
山
ゟ
下
前
々
ゟ
御
役
不
仕
村
々
の
林
之
木
并
竹
薪
之
分
者
、
例
之
通
其

村
之
庄
屋
手
形
を
改
通
し
可
申
事

一
伊
勢
木
川
並
下
し
申
候
共
通
ま
し
く
候
、
但
錦
織
牧
野
麻
生
ゟ
下
申
伊
勢
木
者

各
別
ニ
候
間
、
送
付
之
面
を
改
通
し
可
申
事

一
御
材
木
桴
無
滞
請
取
下
シ
申
へ
し
、
并
御
役
済
相
下
申
商
人
之
舟
桴
右
同
前
之

事
一
昼
夜
に
よ
ら
す
手
形
茂
無
之
下
り
申
舟
桴
相
改
舟
主
桴
乗
を
改
置
注
進
可
申

候
、
若
舟
桴
を
捨
逃
候
ハ
ヽ
其
舟
桴
を
留
置
注
進
可
申
事

一
御
材
木
桴
并
商
人
舟
桴
其
送
之
面
ゟ
過
木
有
之
候
ハ
ヽ
改
置
公
儀
江
上
ヶ
可
申

候
、
其
木
之
分
者
錦
織
奉
行
衆
送
状
を
以
相
下
可
申
事

一
御
材
木
桴
上
川
之
乗
手
日
々
ニ
乗
下
申
事
ニ
候
間
犬
山
湊
ニ
桴
留
置
、
桴
留
所

つ
か
へ
さ
る
様
ニ
申
付
へ
し
、
商
人
材
木
桴
ニ
つ
み
共
無
滞
相
下
、
商
人
迷
惑

（
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）



尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

三
〇

不
仕
様
ニ
可
申
付
事

　

右
之
条
々
可
相
守
者
也

　
　

貞
享
四
卯
年
二
月
四
日

林　

市
郎
左
衛
門　

印　
　

稲
葉
九
郎
左
衛
門　

印　
　

犬
山
鵜
飼
屋　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
戸
弥
兵
衛
殿　
　
　
　
　
　

右
之
文
言
ニ
而
寛
文
五
巳
年
二
月
十
一
日
ニ
渡
辺
新
左
衛
門
殿
山
本
平
太
夫
殿
佐

藤
半
大
夫
殿
御
国
奉
行
御
勤
之
時
、
神
戸
長
蔵
方
江
壱
通
渡
ル（
中
略
）、
右
御
壁

書
三
通
か
け
す
ゝ
り
ニ
有
り

　

②　

神
戸
家
と
江
戸
材
木
屋
豪
商
奈
良
屋

と
こ
ろ
で
犬
山
の
川
並
取
締
・
番
所
役
だ
っ
た
神
戸
家
に
と
り
材
木
屋
進
出
の
弾
み

は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
前
尾
張
藩
主
光
友
公
の
隠
居
料
に
充
て
る
た
め
、
湯
船
沢

村
阿
寺
山
御
林
の
御
材
木
仕
出
を
神
戸
弥
兵
衛
が
請
負
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
頃
か

ら
神
戸
弥
兵
衛
は
木
曽
川
下
流
の
白
鳥
木
場
近
く
の
名
古
屋
材
木
町
に
、
分
家
の
分
左

衛
門
に
対
し
犬
山
屋
支
店
を
開
か
せ
た
。
さ
ら
に
分
家
の
彦
七
郎
に
も
江
戸
支
店
を
開

か
せ
、
他
の
材
木
屋
大
野
屋
与
平
治
・
桜
井
小
左
衛
門
を
加
え
た
三
軒
、
ま
た
支
店
が

な
い
大
坂
は
板
屋
孫
兵
衛
・
十
八
屋
久
兵
衛
の
二
軒
を
得
意
先
の
仲
買
問
屋
と
し
た
。

阿
寺
山
請
負
仕
出
事
業
は
元
禄
六
年
に
始
ま
り
光
友
公
死
去
の
十
三
年
に
終
る
が
、
業

績
は
順
調
だ
っ
た
よ
う
で
、
最
終
年
の
後
に
は
巷
間
に
五
万
両
の
利
を
得
た
と
の
噂
も

伝
わ
っ
た
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
犬
山
屋
の
商
業
資
本
進
出
の
経
済
的
裏
付
け
の
も
う
一

つ
の
存
在
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
頃
各
所
で
目
に
つ
く
の
は
、
江
戸
の
材
木
屋
豪
商

奈
良
屋
茂
左
衛
門
＝
神
田
安
休
と
の
関
係
で
あ
る
。
資
金
貸
借
関
係
で
は
百
両
に
付
年

拾
五
両
の
利
足
だ
っ
た
と
か
、
湯
舟
沢
村
御
山
＝
阿
寺
山
の
手
前
金
仕
出
し
時
に
は
御

前
金
五
千
両
の
貸
付
を
提
示
さ
れ
た（
註
26
）と
か
、
裏
木
曽
川
上
山
の
槻
栂
樅
等
の
仕

出
事
業
に
誘
わ
れ
た
と
か
、「
飛
彈
作
置
桧
材
樽
木
御
買
上
ヶ
奉
願
度
」
と
か
、
各
地

御
山
材
木
仕
出
の
提
案
を
奈
良
茂
か
ら
受
け
た
こ
と
が
確
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以

上
の
事
情
を
示
す
史
料
を
順
を
追
っ
て
次
に
掲
げ
る
。

　
　

口　

上

一
阿
寺
山
御
材
木
江
戸
ニ
而
大
野
屋
与
平
次
・
神
戸
彦
七
郎
・
桜
井
小
左
衛
門
、

大
坂
ニ
而
八
板
屋
孫
兵
衛
・
十
八
屋
久
兵
衛
問
屋
ニ
仕
為
売
拂
申
候
、
御
当
地

ニ
而
茂
問
屋
相
立
申
候
へ
者
白
（
名
古
屋
）
鳥
御
役
所
ゟ
御
材
木
請
取
船
積
木
仕
手
廻
し
能

御
座
候
間
、
材（名
古
屋
）

木
町
分（神
戸
家
）

左
衛
門
ニ
申
付
御
材
木
請
取
を
申
度
奉
願
申
候

一
御
材
木
請
取
船
積
仕
申
候
手
代
并
右
渡
ニ
而
御
材
木
置
賃
入
用
相
懸
り
申
分
者
、

前
々
船
主
ゟ
問
屋
方
江
返
礼
金
等
取
来
申
候
、
此
金
子
を
以
右
御
入
用
之
仕
拂

仕
儀
御
座
候
、
且
又
御
当
地
拂
ニ
茂
口
銭
と
申
物
問
屋
手
前
江
取
申
事
御
座
候

得
共
、
阿
寺
山
御
材
木
之
分
者
御
奉
公
ニ
仕
上
ヶ
口
銭
取
を
申
間
敷
候
、
右
之

通
被
仰
付
可
被
下
候
以
上

　
　

戍
（
元
禄
七
）五月�

神（犬
山
）戸弥
左
衛
門　

　

元
禄
拾
三
年

　
　

阿
寺
山
御
材
木
江
戸
大
坂
両
地
御
拂
代
金
請
取
渡
通

　
　
　

辰
正
月
吉
日�

神
（
名
古
屋
）戸分
左
衛
門　

一
金辰正
月
廿
九
日

九
拾
五
両　
　
　
　
　
　
　

板
（
大
坂
）屋
孫
兵
衛

　
　

右
者
御
材
木
御
拂
代
金
内

（
23
）

（
24
）



尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

三
一

一
金同日四
拾
弐
両　
　
　
　
　
　
　

十
（
大
坂
）八

屋
久
兵
衛

　
　

右
同
断

一
金辰二
月
五
日
六
百
拾
壱
両　
　
　
　
　
　

十
（
大
坂
）八
屋
久
兵
衛

　
　

右
同
断

一
金同日六
百
弐
拾
七
両　
　
　
　
　

板
（
大
坂
）屋

孫
兵
衛

　
　

右
同
断

一
金辰二
月
八
日
百
五
拾
両　
　
　
　
　
　
　

神
（
江
戸
）戸
彦
七

　
　

右
同
断

一
金同日百
五
拾
両　
　
　
　
　
　
　

大
（
江
戸
）野

屋
与
平
次

　
　

右
同
断

一
金同日百
両　
　
　
　
　
　
　
　
　

桜
（
江
戸
）井
小
左
衛
門

　
　

右
者
御
材
木
御
拂
代
金
之
内

〆七ロ金
千
七
百
七
拾
五
両

辰
二
月
十
四
日
渡
ス

右
者
夘
年
分
御
材
木
代
請
取
致
上
納
候
以
上

　
　

辰
（
元
禄
十
三
）

五
月
朔
日�

神（犬
山
）戸弥
左
衛
門　

印　
　

（
以
下
略
）　　
　
　

　
　

覚

　
　
（
前
略
）

元
金
〆
弐
百
八
拾
壱
両
三
分
弐
朱

　
　

利
金
〆
三
拾
四
両
二
分
四
（
銀
）匁
六
分

　

右
者
船
乗
之
褒
美
金
江
配
当

　
　
（
中
略
）

元
金
〆
七
百
六
拾
九
両
五
（
銀
）匁

七
分
七
厘

　
　

利
金
〆
七
拾
七
両
弐
分
三
（
銀
）匁

四
分

二
口　

元
金
千
五
拾
両
三
分
銀
拾
三
匁
弐
分
七
厘

二
口　

利
金
百
拾
弐
両
銀
八
匁

　

都
合
金
千
百
六
拾
三
両
銀
六
匁
弐
分
七
厘

右
者
御
借
用
金
十
一
月
迄
致
利
足
壱
ケ
月
ニ
金
百
両
ニ
付
壱
両
弐
分
宛
勘
定
可
仕

候
以
上

　
　
　
　

酉

（
元
禄
六
）十
一
月

奈
良
屋
茂
左
衛
門　
　

　
　

神
戸
分
四
郎
様

　
　
　

同　
分
左
衛
門
様

　
　
　

口
上
書
を
以
奉
願
候

一
此
度
湯
船
沢
御
山
御
材
木
山
内
立
木
不
残
来
戍
年
自
分
金
を
以
御
山
出
シ
奉
願

候
、
錦
織
迄
出
方
諸
手
入
用
自
分
ゟ
仕
、
錦
織
ゟ
白
鳥
迄
御
代
之
義
者
殿
様
ゟ

被
仰
付
、
白
鳥
着
之
上
帳
面
之
御
値
段
ニ
御
買
上
可
候

一
槻
長
三
間
木
ゟ
六
間
迄
木
数
凡
弐
千
本
程
出
木
仕
処
ニ
奉
存
候
ニ
付
、
帳
面
ニ

値
段
付
仕
御
願
申
上
候
通
、
不
足
之
義
者
槻
之
分
山
内
不
残
本
伐
仕
候
而
出
候

様
奉
願
候

一　

山
元
御
間
尺
之
義
者
手
前
金
本
〆
渡
場
ニ
而
御
改
可
被
下
候

一　

川
並
御
作
法
万
事
手
前
金
木
曽
本
〆
並
ニ
被
仰
付
被
下
候

一　

雑
木
敷
木
之
義
帳
面
ニ
書
記
申
候
通
被
為
仰
付
可
被
下
候

右
之
通
条
書
上
帳
面
奉
願
候
通
被
為
仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
、
為
御
前
金
五
千
両
指
上

ケ
可
申
候
以
上
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尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

三
二

　
　

宝
永
弐
年
酉
九
月

近
江
屋
五
郎
兵
衛　
　
　

取
次　
　
　
　
　
　
　
　
　

奈
良
屋
茂
左
衛
門　
　
　

　
　
　

覚

一
凡
千
本　
　

槻　
　
　

�
長
六
間
木
ゟ
三
間
半
木
迄　
　
　

弐
尺
角
ゟ
壱
尺
壱
寸
角
迄　
　
　

平
内
ハ
壱
尺
四
寸
挺
ゟ
七
寸
挺
迄

一
凡
弐
万
本　

栂
樅
姫
子�

長
三
間
半
木
ゟ
弐
間
木
迄　
　
　

壱
尺
五
寸
角
ゟ
六
寸
角
迄　
　
　

平
内
ハ
壱
尺
弐
寸
挺
ゟ
五
寸
挺
迄

伹
寸
間　

出
来
次
第
弐
間
木
壱
尺
角
詰

右
之
通
中
津
川
河
（
川
）上
山
弐
ケ
年
ニ
本
伐
山
出
シ
可
仕
候
、
大
槻
并
栂
樅
姫
子
此

木
高
之
外
ニ
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
御
請
負
可
仕
候
山
本
有
木
之
様
子
承
知
仕
度
奉

存
候
以
上

　
　

申
（
元
禄
五
）十一
月

江
戸
東
浜
町　
　
　
　
　
　
　
　

奈
良
屋
兵
吉　
　
　
　

名
古
屋
材
木
町　
　
　
　
　
　
　

組
頭　

犬
山
屋
分
左
衛
門　
　

　

乍
恐
以
書
付
を
御
願
申
上
候

一　

飛
州
ニ
御
作
置
御
座
候
桧
材
木
并
榑
木
、
御
拂
ニ
被
納
仰
付
候
ハ
ヽ
御
買
上

ケ
奉
願
度
奉
存
候
、
御
値
段
之
儀
者
出（金
森
）雲守

様
下
東
ニ
而
、
近
年
御
拂
被
遊
候

午
未
申
三
ケ
年
御
拂
値
段
ゟ
冝
敷
御
買
上
ケ
奉
願
度
候
、
被
納
仰
付
被
下
候

ハ
ヽ
値
段
付
仕
指
上
ケ
可
申
候
御
事

一　

飛
州
馬
頼
御
山
其
外
御
山
桧
割
木
同
寸
立
并
諸
木
御
座
候
御
山
見
分
仕
御
調

法
ニ
罷
成
候
、
御
材
木
見
立
寸
間
員
数
書
以
帳
面
御
当
地
御
材
木
茲
ニ
上
納
奉

願
候
、
右
之
御
山
見
分
仕
候
様
ニ
被
納
仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
難
有
可
奉
存
候
以
上

　
　

元
禄
六
年
酉
二
月

東（江
戸
）浜町
壱
丁
目　
　
　
　

な
ら
や
茂
左
衛
門　
　

同　

所　
　
　
　
　
　
　

神
戸
屋
彦
七
郎　
　
　

（
江
戸
御
材
木
方
）

　

御
奉
行
様

三
　
犬
山
屋
神
戸
家
の
経
営
展
開

（
一
）　

犬
山
屋
神
戸
家
の
元
伐
仕
出

　

①　

御
用
仕
出
の
場
合

話
は
少
し
前
後
す
る
が
、
犬
山
屋
の
材
木
商
成
長
過
程
を
御
用
仕
出
時
代
か
ら
み
て

お
こ
う
。

元
禄
元
年
度
裏
木
曽
三
ヶ
村
の
加
子
母
前
山
に
お
け
る
、
椹
物
御
用
仕
出
の
勘
定
書

を
み
よ
う
。
こ
の
仕
出
の
総
元
締
は
材
木
商
犬
山
屋
名
古
屋
店
の
神
戸
分
右
衛
門
で
あ

る
。
同
人
は
、
名
古
屋
白
鳥
材
木
市
場
で
の
売
上
金
高
総
計
千
七
百
四
両
弐
分
銀
拾
三

（
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尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

三
三

匁
四
分
三
厘
を
請
取
っ
た
と
仲
買
問
屋
三
店
、
小
沢
市
左
衛
門
・
成
田
六
右
衛
門
・
岐

阜
屋
吉
左
衛
門
に
対
し
報
告
し
た
。

　

辰
（
元
禄
元
）本切
加
子
母
前
山
椹
物
売
代
請
取
覚

　

犬
（
名
古
屋
）山屋
神
戸
分
左
衛
門　
　

辰
六
月
十
日

一
小
判
百
拾
五
両　
　
　

請
取　

小
沢
市
左
衛
門
殿

　

是
者
辰
本
加
子
母
椹
物
売
代
之
内

辰
十
月
十
九
日

一
金
三
百
四
拾
五
両
三
分
銀
四
匁
三
分
七
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
取　

小
沢
市
左
衛
門
殿

　

是
者
辰
本
切
加
子
母
椹
物
売
代
金
之
内

辰
十
月
十
五
日

一
金
三
両
銀
六
匁
三
分　

請
取　

小
沢
市
左
衛
門
殿

　

辰
加
子
母
椹
物
代
金

已
三
月
十
四
日

一
小
判
三
百
弐
拾
七
両　

請
取　

成
田
六
右
衛
門
殿

　

辰
加
子
母
椹
物
売
代
金
之
内

已
六
月
八
日

一
三
百
三
拾
三
両
弐
分
六
匁
七
分
三
厘

　

辰
加
子
母
椹
物
代　
　

請
取　

成
田
六
右
衛
門
殿

已
八
月
廿
六
日

一
弐
百
四
拾
両　
　
　
　

請
取　

岐
阜
屋
吉
左
衛
門
殿

　

辰
加
子
母
椹
物
売
代
金
之
内

已
十
月
十
七
日

一
小
判
三
百
四
拾
両　
　

請
取　

岐
阜
屋
吉
左
衛
門
殿

　

辰
本
切
加
子
母
椹
物
売
代
金
之
内

請
取
金

〆
千
七
百
四
両
弐
分
銀
拾
三
匁
四
分
三
厘

　
　
　

辰（
元
禄
元
）年渡
金
覚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

犬（名
古
屋
）

山
屋
神
戸
分
左
衛
門

辰
正
月
廿
四
日

一
小
判
百
拾
両　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
し　
　

内加
子
母
庄
屋
木
彦
七
殿

　

是
者
山
本
入
用
金
之
内

辰
二
月
四
日

一
金
四
両
三
分
銀
四
分　
　
　
　
　
　

上
納　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
本
切
桴
乗
賃
藤
代

辰
二
月
廿
三
日

一
小
判
五
拾
両　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
納　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
卯
本
切
御
運
上
代

辰
三
月
十
三
日

一
金
四
両
弐
分
銀
四
匁
五
分　
　
　
　

上
納　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
本
切
桴
乗
賃
藤
代

辰
四
月
十
八
日

一
小
判
八
拾
両　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
し　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
山
本
入
用
金
之
内

辰
六
月
十
三
日

一
小
判
三
拾
両　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
納　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
辰
本
切
御
運
上
代

（
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尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

三
四

辰
七
月
十
三
日

一
小
判
七
拾
両　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
し　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
山
本
入
用
金
之
内

辰
八
月
十
八
日

一
小
判
百
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
し　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
山
本
入
用
金
之
内

辰
八
月
廿
三
日

一
金
三
両
銀
八
匁
壱
分　
　
　
　
　
　

上
納　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
辰
本
切
乗
賃
藤
代

辰
十
月
三
日

一
小
判
百
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
し　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
山
本
入
用
金
之
内

辰
十
月
廿
四
日

一
金
四
拾
六
両
壱
分
銀
壱
匁　
　
　
　

か
し　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
御
借
米
代
金
御
代
官
所
江
渡
ス

辰
十
一
月
四
日

一
金
弐
拾
六
両
三
分
銀
拾
四
匁
三
分　

上
納　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
卯
本
切
御
運
上
代

辰
十
一
月
八
日

一
金
三
分
銀
五
匁
三
分　
　
　
　
　
　

上
納　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
本
切
御
運
上
代

辰
十
二
月
二
日

一
小
判
百
五
拾
両　
　
　
　
　
　
　
　

か
し　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
山
本
入
用
金
之
内

辰
十
二
月
四
日

一
金
百
拾
両　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
納　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
辰
本
切
御
運
上
代

辰
十
二
月
十
二
日

一
小
判
九
両
弐
分
銀
弐
匁
七
分　
　
　

上
納　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
辰
本
切
桴
乗
賃

辰
十
二
月

一
小
判
三
百
弐
拾
五
両　
　
　
　
　
　

渡
ス　
　

内
木
彦
七
殿

　

是
者
辰
本
切
椹
物
売
代
金
之
内

辰
十
二
月

一
小
判
四
百
七
両
壱
分　
　
　
　
　
　

か
し　
　

内
木
彦
七
殿

　

辰
十
一
月
晦
日
指
引
勘
定
取
替
金
利
足
壱
ケ
月
ニ
金
百
両
ニ
付
銀
百
匁
宛

後
段
の
売
上
金
分
配
は
、
ま
ず
元
伐
現
場
の
杣
・
木
挽
等
の
賃
金
と
、
山
落
し
・
谷

川
狩
等
日
用
労
働
者
や
飯
場
持
子
等
の
賃
金
の
「
山
本
入
用
金
」
で
、
ま
た
大
川
狩
桴

（
筏
）乗
賃
や
筏
用
の
藤
蔓
縄
の
藤
代
も
人
件
費
・
経
費
だ
か
ら
公
儀
負
担
金
と
し
て
、

御
用
仕
出
で
は
現
場
元
締
の
庄
屋
内
木
彦
七
の
一
時
立
替
の
た
め
「
貸
し
」
と
記
さ
れ

た
。
さ
ら
に
伐
出
現
場
は
「
御
山
」
＝
藩
有
林
な
の
で
御
用
木
の
伐
出
は
「
御
用
」
だ

か
ら
、
経
費（「
貸
し
」）を
差
引
い
た
残
額
が
藩
の
収
入
＝
御
運
上
代
と
な
る
。
そ
し
て

最
後
の
二
項
、「
三
百
弐
拾
五
両　

渡
ス
」
と
「
四
百
七
両
壱
分　

か
し（
中
略
）利
足

壱
ケ
月
ニ
金
百
両
ニ
付
銀
百
匁
）」
で
あ
る
が
、
前
者
は
元
締
＝
庄
屋
で
あ
る
内
木
彦

七
宛
だ
か
ら
元
伐
経
費
他
＝
加
子
母
「
村
中
」
と
庄
屋
の
取
分
と
み
ら
れ
、
後
者
は
元

締
経
理
の
や
り
く
り
、
す
な
わ
ち
利
足
で
あ
る
。
百
両
当
た
り
月
銀
百
匁
の
利
子
は
当

時
は
通
常
の
利
率
だ
が
、
一
年
間
据
置
く
と
弐
拾
両
に
な
り
二
割
の
高
率
で
、
犬
山
屋

に
入
る
。
さ
ら
に
請
取
金
総
額
千
七
百
四
両
と
渡
金
総
額
千
五
百
八
拾
八
両
壱
分
の
間
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三
五

に
は
百
拾
六
両
壱
分
の
残
額
が
出
、
こ
の
あ
た
り
が
請
負
総
元
締
犬
山
屋
神
戸
分
左
衛

門
の
利
得
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

本
節
を
終
わ
る
に
あ
た
り
、
延
宝
─
元
禄
期
に
犬
山
屋
神
戸
家
に
よ
る
尾
張
藩
領
木

曽
王
瀧
山
・
裏
木
曽
三
ケ
村
山
御
用
仕
出
の
実
例
〔
表
１
〕
を
掲
げ
る
。
も
と
よ
り
本

表
は
当
時
の
元
伐
仕
出
事
業
一
部
の
記
録
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
上
史
料
册
帳
に
は
部
分
的

欠
落
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
あ
る
程
度
の
推
論
を
導
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
木
曽
山

地
方
に
お
け
る
御
用
仕
出
は
こ
の
時
期
転
機
を
む
か
え
、
濫
伐
に
よ
る
森
林
の
減
耗
と

採
材
地
の
奥
地
化
等
環
境
の
変
化
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
後
の
林
業
問
題
が
こ
ゝ
か
ら

始
ま
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
林
業
は
対
応
を
間
違
え
る
と
、
持
続
不
可
能
型
産

業
に
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

　

②　

手
前
金
運
上
仕
出
の
場
合

元
伐
御
用
仕
出
の
発
展
は
、
採
材
・
運
材
・
材
木
流
通
の
諸
機
構
を
確
立
し
、
新
た

な
展
開
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
元
伐
現
場
に
お
け
る
杣
・
木
挽
・
運
材
日
用

（
雇
）等
の
元
締
＝
庄
屋
と
、
在
地
材
木
商
人
の
業
界
に
お
け
る
成
長
だ
が
、
一
方
で
は

彼
ら
の
経
費
調
達
や
経
営
能
力
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
商
才
の
経

験
が
不
足
だ
っ
た
彼
等
に
と
っ
て
は
、
運
上
金
・
経
費
負
担
金
等
仕
払
分
と
手
前
取
分

の
仕
分
け
比
率
の
算
定
で
済
む
、「
分ぶ
わ分
ヶ
」
方
式
が
も
っ
と
も
簡
単
な
経
理
処
理
法

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
ず
御
運
上
分
と
経
費
・
運
賃
・
賃
金
等
を
含
む
手
前
取
分
と
の

歩
合（
分
分
ヶ
）を
宣
言
し
、
山
伐
仕
出
原
木
が
白
鳥
木
場
に
到
着
し
運
上
歩
合
相
当
分

の
原
木
上
納
が
確
認
さ
れ
る
と
、
残
り
原
木
の
仕
出
商
人
へ
の
払
い
下
げ（
取
分
）が
決

定
す
る
と
い
う
も
の
で
、
経
費
は
仕
出
請
負
人
側
が
負
担
す
る
の
で
手
前
金
運
上
仕
出

と
呼
ば
れ
る
い
わ
ば
入
札
で
あ
る
。
次
に
上
げ
る
史
料
の
前
段（
註
31
）は
「
分ぶ
わ分
ヶ
」

方
式
の
説
明
文
、
後
段（
註
32
）は
そ
の
実
例
と
し
て
、
元
禄
四
年
裏
木
曽
三
ヶ
村
山
の

元
伐
仕
出
に
お
け
る
付
知
村
庄
屋
田
口
忠
左
衛
門
を
元
伐
取
締
役
、
犬
山
屋
神
戸
分
左

衛
門
を
総
仕
出
請
負
人
と
す
る
手
前
金
運
上
仕
出
を
行
っ
た
際
の
仕
切
状
で
あ
る
。
そ

し
て
〔
表
2
〕
は
元
伐
仕
出
の
若
干
例
を
表
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
表
も
〔
表

1
〕
と
同
様
に
一
部
の
実
例
を
収
録
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、

課
題
の
参
考
に
は
な
る
筈
で
あ
る
。

　
　
　

乍
恐
奉
願
事

三
ヶ
村
之
義
者
何
之
時
来
も
無
御
座
所
ニ
而
、
御
拝
領
已
前
ゟ
御
免
板
壱
万
枚
被

下
置
百
姓
中
本
仕
切
り
角
倉
江
売
拂
、
其
影
ニ
而
御
年
貢
諸
役
相
勤
候
所
、
四
（
慶
安
四
）拾

年
已
前
ゟ
御
公
儀
様
江
売
上
申
候
へ
与
被
為
仰
付
板
角
ニ
伐
替
弐（寛
文
三
）

拾
八
年
已
前
迄

売
上
申
候
、
桧
尽
申
故
椹
物
ニ
切
替
へ
拾（延
宝
三
）

六
年
已
前
迄
売
上
申
候
、
白
鳥
買
上
之

儀
者
拙
者
共
ニ
被
為
仰
付
候
、
其
以
後
商
人
並
ニ
者
被
為
仰
付
間
敷
候
間
分ぶ
わ分

ヶ
ニ

仕
り
、
拙
者
共
才
覚
之
金
子
ニ
而
百
姓
中
ニ
本
切
為
仕
候
へ
と
被
為
仰
付
畏
奉
存
、

当
年
迄
拾
六
年
、
三
分
壱
厘
之
分
分
ヶ
ニ
而
仕
出
申
候
、
錦
織
物
依（以
来
）頼代

金
も
才

覚
之
金
子
ニ
而
相
拂
御
勘
定
之
節
請
取
申
候

先
年
者
榾
三
万
三
千
丁
宛
仕
出
候
へ
共
、
近
年
者
木
数
も
出
来
不
申
漸
く
弐
三
千

丁
宛
仕
出
申
候
、
木
品
悪
敷
罷
来
、
山
出
入
用
も
大
分
懸
り
至
当
ニ
相
不
申
候
、

其
上
弐
三
年
者
諸
木
下
値
ニ
御
座
候

年
々
損
金
仕
り
、
問
屋
分（神
戸
）左衛
門
方
ニ
大
分
之
借
金
ニ
罷
来
、
去
ル
午
未
両
年
御

請
仕
候
七
千
五
百
丁
之
内
漸
く
半
分
川
狩
仕
り
、
残
ル
分
山
本
仕
拂
川
狩
仕
り
義

罷
成
不
申
之
間
、
少
々
之
家
財
用
地
を
も
米
金
ニ
代
替
払
申
、
川
狩
之
儀
者
問
屋

分
左
衛
門
を
頼
川
狩
仕
候
ニ
御
座
候（
以
下
略
）

　
　

未
（
元
禄
四
）十二
月

川
上
村
庄
屋　
　

原　
　

権
兵
衛　
　

（
31
）
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三
六

年　度 仕出山 在地請負元締
仕　出　数　量

売拂代金 経　　　費 残額差下金
売　　　払　　　先

出典史料
樹種・材種 数　　量

（�）内売残木 売払地 荷　　　受　　　人

挻 　　両分 　匁分厘 　　両分 　匁分厘 　　両分 　匁分厘

延宝5年已 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹榑瓦 86,509
（11,685） 866. �10.2 ����252.2 �21. ����643.2 �10.2 江　戸

大　阪
神戸彦七郎
十八屋久兵衛，板屋孫兵衛，椹木屋次郎兵衛 1），2）

延宝5年已 王瀧地山 松 原 孫 太 郎
斉藤次右衛門 桧榑瓦 12,406

（1,766） 364.1 �39.45 �����80. �19.28 　　284.1 �24.67 江　戸 神戸彦七郎 1）

延宝6年午 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹榑瓦 �109,194� ��812. � �49.59 ����155.1 �44.53 ����751.3 ��0.69 江　戸
大　阪

神戸彦七郎
十八屋久兵衛，板屋孫兵衛，椹木屋次郎兵衛，京屋彦三郎 1），2）

延宝6年午 王瀧地山 松 原 孫 太 郎
斉藤次右衛門 桧椹榑瓦 �132,539� 1,084. �35.61 ����133. �44.7 ��1,045.1 ��2.31 江　戸 神戸彦七郎 3）

延宝7年未 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹槙榑瓦板 57,209
（4,465） ��860.3 �12.37 ����182.2 �43.59 　　773.2 ��6.67 大　阪 板屋孫兵衛，椹木屋治兵衛，京屋彦三郎 2），3）

延宝7年未 王瀧地山 斉 藤 六 兵 衛 桧榑 17,876� ��305.2 ��5.29 �����90.3 ��5.76 　　214.2 �14.03 江　戸 神戸彦七郎 1）

延宝8年申 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹槙榑瓦 8,703� ��562.2 �43.4 �����43.� �32.84 ����519.2 �10.16 大　阪 板屋孫兵衛，椹木屋治兵衛，京屋彦三郎 4）

元禄元年辰 加子母地山 内 木 彦 七 椹榑瓦 44,894 1,702. ��1,357.3 ����344.1 江　戸
大　阪

神戸彦七郎，福田善兵衛，米津久右衛門，大野屋与平次
十八屋久兵衛 5）

元禄2年已 加子母地山
付知地山 内 木 彦 七 椹榑瓦 189,144

（25,080） 3,883.3 �13.2 ����275. �35.66 　3,608.1 ��7.54 江　戸
大　阪

神戸彦七郎，米津久右衛門，福田善兵衛，大野屋与平次
板屋孫兵衛，八萩屋勘右衛門，十八屋久兵衛

2），6），7），
8），9）

元禄2年已 付知地山 田口四郎三郎 桧椹明桧榑瓦角 127,082
（1,000） 3,678. �13.58 ����130. �11.78 　3,548. ��1.8 江　戸

大　阪
神戸彦七郎，福田善兵衛
板屋孫兵衛，十八屋久兵衛，八萩屋勘右衛門

2），6）
9），10）

元禄3年午 加子母地山 内 木 彦 七 椹鼠子明桧榑瓦 64,677� 1,734. �26.32 �����99.1 �6.22 ��1,634.3 �20.1 江　戸
大　阪

神戸彦七郎，福田善兵衛，米津久右衛門，大野屋与平
十八屋久兵衛

2），7）
9），10）

元禄3年午 付知地山 田口四郎三郎 椹明桧榑瓦 66,317
（367） 1,814. ����167.3 �7.74 ��1,646. ��7.26 江　戸

大　阪
神戸彦七郎，福田善兵衛
板屋孫兵衛

2），6），7），
9）

元禄3年午 川上地山 原　 権 兵 衛 明桧榑瓦 33,108� ��909.2 �15.73 �����31. �16.93 　��878.1 �13.8 名古屋 神戸分左衛門 11）

元禄4年未 加子母地山 内 木 彦 七 椹榑瓦 16,229 ��529. �10.1 �����14.1 ��3.7 　　514.3 ��6.4 江　戸
大　阪

神戸彦七郎，福田善兵衛，米津久右衛門，大野屋与平次
十八屋久兵衛 9）

元禄4年未 付知地山 田口四郎三郎 桧椹明桧榑瓦 27,712
（195） 1,196. �14.25 ����131.1 �30.41 　1.064.1 �13.84 江　戸

大　阪
神戸彦七郎
板屋孫兵衛，八萩屋勘右衛門，十八屋久兵衛

7），8）
11）

元禄4年未 川上地山 原　 権 兵 衛 明桧榑瓦 27,060 ��461.3 ��9.13 �����14.2 ��2.8 　　447.1 ��6.33 名古屋 神戸分左衛門 11）

元禄4年未 三浦山
内 木 彦 七
田口忠左衛門
原　 権 兵 衛

桧明桧鼠子榑瓦 26,242 ��914.3 ��5.42 �����63.3 �46.12 　　850. �19.3 江　戸
大　阪

神戸彦七郎
八萩屋勘右衛門，板屋孫兵衛，十八屋久兵衛 12）

元禄5年申 裏木曽
三ヶ村山 田口四郎三郎 桧瓦 560 ���38. �20. � �����24. �17.23 　　�14. ��2.77 大　阪 八萩屋勘右衛門 8）

　 7）「元禄四・五年　三浦三ケ村桧椹物仕切状　神戸彦七」（徳川林政史研究所所蔵）
　 8）「元禄五年　三浦三ヶ村桧物仕切状外」（同上）
　 9）「元禄六年　加子母山諸木仕切帳外」（同上）
　10）「元禄四年　日枯山ニテ手前金ヲ以本伐仕切帳　神戸分左衛門」（同上）
　11）「元禄六年　付知山諸木仕切帳外」（同上）
　12）「元禄五年　木材三浦山諸木仕切帳」（同上）
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三
七

年　度 仕出山 在地請負元締
仕　出　数　量

売拂代金 経　　　費 残額差下金
売　　　払　　　先

出典史料
樹種・材種 数　　量

（�）内売残木 売払地 荷　　　受　　　人

挻 　　両分 　匁分厘 　　両分 　匁分厘 　　両分 　匁分厘

延宝5年已 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹榑瓦 86,509
（11,685） 866. �10.2 ����252.2 �21. ����643.2 �10.2 江　戸

大　阪
神戸彦七郎
十八屋久兵衛，板屋孫兵衛，椹木屋次郎兵衛 1），2）

延宝5年已 王瀧地山 松 原 孫 太 郎
斉藤次右衛門 桧榑瓦 12,406

（1,766） 364.1 �39.45 �����80. �19.28 　　284.1 �24.67 江　戸 神戸彦七郎 1）

延宝6年午 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹榑瓦 �109,194� ��812. � �49.59 ����155.1 �44.53 ����751.3 ��0.69 江　戸
大　阪

神戸彦七郎
十八屋久兵衛，板屋孫兵衛，椹木屋次郎兵衛，京屋彦三郎 1），2）

延宝6年午 王瀧地山 松 原 孫 太 郎
斉藤次右衛門 桧椹榑瓦 �132,539� 1,084. �35.61 ����133. �44.7 ��1,045.1 ��2.31 江　戸 神戸彦七郎 3）

延宝7年未 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹槙榑瓦板 57,209
（4,465） ��860.3 �12.37 ����182.2 �43.59 　　773.2 ��6.67 大　阪 板屋孫兵衛，椹木屋治兵衛，京屋彦三郎 2），3）

延宝7年未 王瀧地山 斉 藤 六 兵 衛 桧榑 17,876� ��305.2 ��5.29 �����90.3 ��5.76 　　214.2 �14.03 江　戸 神戸彦七郎 1）

延宝8年申 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹槙榑瓦 8,703� ��562.2 �43.4 �����43.� �32.84 ����519.2 �10.16 大　阪 板屋孫兵衛，椹木屋治兵衛，京屋彦三郎 4）

元禄元年辰 加子母地山 内 木 彦 七 椹榑瓦 44,894 1,702. ��1,357.3 ����344.1 江　戸
大　阪

神戸彦七郎，福田善兵衛，米津久右衛門，大野屋与平次
十八屋久兵衛 5）

元禄2年已 加子母地山
付知地山 内 木 彦 七 椹榑瓦 189,144

（25,080） 3,883.3 �13.2 ����275. �35.66 　3,608.1 ��7.54 江　戸
大　阪

神戸彦七郎，米津久右衛門，福田善兵衛，大野屋与平次
板屋孫兵衛，八萩屋勘右衛門，十八屋久兵衛

2），6），7），
8），9）

元禄2年已 付知地山 田口四郎三郎 桧椹明桧榑瓦角 127,082
（1,000） 3,678. �13.58 ����130. �11.78 　3,548. ��1.8 江　戸

大　阪
神戸彦七郎，福田善兵衛
板屋孫兵衛，十八屋久兵衛，八萩屋勘右衛門

2），6）
9），10）

元禄3年午 加子母地山 内 木 彦 七 椹鼠子明桧榑瓦 64,677� 1,734. �26.32 �����99.1 �6.22 ��1,634.3 �20.1 江　戸
大　阪

神戸彦七郎，福田善兵衛，米津久右衛門，大野屋与平
十八屋久兵衛

2），7）
9），10）

元禄3年午 付知地山 田口四郎三郎 椹明桧榑瓦 66,317
（367） 1,814. ����167.3 �7.74 ��1,646. ��7.26 江　戸

大　阪
神戸彦七郎，福田善兵衛
板屋孫兵衛

2），6），7），
9）

元禄3年午 川上地山 原　 権 兵 衛 明桧榑瓦 33,108� ��909.2 �15.73 �����31. �16.93 　��878.1 �13.8 名古屋 神戸分左衛門 11）

元禄4年未 加子母地山 内 木 彦 七 椹榑瓦 16,229 ��529. �10.1 �����14.1 ��3.7 　　514.3 ��6.4 江　戸
大　阪

神戸彦七郎，福田善兵衛，米津久右衛門，大野屋与平次
十八屋久兵衛 9）

元禄4年未 付知地山 田口四郎三郎 桧椹明桧榑瓦 27,712
（195） 1,196. �14.25 ����131.1 �30.41 　1.064.1 �13.84 江　戸

大　阪
神戸彦七郎
板屋孫兵衛，八萩屋勘右衛門，十八屋久兵衛

7），8）
11）

元禄4年未 川上地山 原　 権 兵 衛 明桧榑瓦 27,060 ��461.3 ��9.13 �����14.2 ��2.8 　　447.1 ��6.33 名古屋 神戸分左衛門 11）

元禄4年未 三浦山
内 木 彦 七
田口忠左衛門
原　 権 兵 衛

桧明桧鼠子榑瓦 26,242 ��914.3 ��5.42 �����63.3 �46.12 　　850. �19.3 江　戸
大　阪

神戸彦七郎
八萩屋勘右衛門，板屋孫兵衛，十八屋久兵衛 12）

元禄5年申 裏木曽
三ヶ村山 田口四郎三郎 桧瓦 560 ���38. �20. � �����24. �17.23 　　�14. ��2.77 大　阪 八萩屋勘右衛門 8）

〔表1〕犬山屋神戸家による尾張藩領王瀧山・裏木曽三ケ村山御用仕出例

出所史料
　 1）「延宝六年　本切椹物仕切状」（徳川林政史研究所所蔵）
　 2）「延宝元年―元文元年　材木仕切状」（同上）
　 3）「延宝七年　本切桧物仕切帳　神戸分右衛門」（同上）
　 4）「延宝八年　本切桧板子椹槙桧物仕切帳　神戸分右衛門」（同上）
　 5）「天和元年　本伐桧椹槙物仕出状　神戸分右衛門」（同上）
　 6）「元禄三・四年　付知前山椹物仕切帳」（同上）
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年　度 仕出山 在地請負元締
仕　出　数　量

売払代金
運　上　歩　合

残額差下金 出荷先荷受人 出典史料
樹種・材種 数　　量

（�）内売残木
上納運上金

（及び推定額）

挻 　　　両分 　匁分厘 　両分 ��匁分厘 両分 ����匁分厘
延宝5年已 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹榑瓦板 �100,278� ��661.3 23.8 0.55 364. �13.09 ��297.3 10.71 名古屋　神戸文右衛門 1）

延宝6年午 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹榑瓦 �115,613� ��736.1 19. 0.51 375.3 ��9.69 ��360.2 �9.31 〃 1）

延宝7年未 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹榑瓦 ��40,959� ��495.1 54.87 0.55 272.3 �30.18 ��222.2 24.69 〃 2）

延宝8年申 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹槙榑瓦 ���8,703� ��126.3 28.17 0.45 �56.3 �12.68 ���69.4 15.49 〃 2）

元禄2年已 裏木曽
三ヶ村山 内 木 彦 七 椹榑瓦 59,631

（3,000） 1,165. 10.32 0.31 361.1 ��3.2 ��803.3 �7.12 〃 3）

元禄2年已 裏木曽
三ヶ村山 田口忠左衛門 椹明桧榑瓦 ��47,607� 1,041. �7.2 0.31 322.3 ��2.23 ��718.1 �4.97 〃 3）

元禄2年已 付知
日枯山 田口忠左衛門 桧椹明桧角 ���1,930� 1,122. 10.2 0.1 112.1 ��1.02 1,009.3 �9.18� 〃 4）

元禄2年已 裏木曽
三ヶ村山 原　 権 兵 衛 桧明桧角 ���5,492� 3,600. 23. 0.1 360. ��2.3 3,240. 20.7 〃 3）

元禄3年已 裏木曽
三ヶ村山 原　 権 兵 衛 明桧榑瓦 ��28,383� ��617. 32.58 0.31 191.1 �10.1 ��425.3 22.48 〃 3）

元禄4年未 裏木曽
三ヶ村山 内 木 彦 七 椹榑瓦 ��16,229� 1,916. 21.67 0.31 594. ��6.72 1,322. 14.95 〃 5）

元禄4年未 裏木曽
三ヶ村山 田口忠左衛門 椹明桧榑瓦 ��15,434� 1,096. 16.13 0.31 339.3 ��5. ��756.1 11.13 〃 5）

元禄4年未 裏木曽
三ヶ村山 原　 権 兵 衛 明桧榑瓦 ��19,981� ��781.2 35.48 0.31 242.1 �11. ��539.1 24.48 〃 5）

元禄6年午 裏木曽
三ヶ村山 原　 権 兵 衛 明桧榑瓦 ��28,875� ��562. �6. 0.31 174.1 ��1.86 ��387.3 �4.14 〃 5）
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年　度 仕出山 在地請負元締
仕　出　数　量

売払代金
運　上　歩　合

残額差下金 出荷先荷受人 出典史料
樹種・材種 数　　量

（�）内売残木
上納運上金
（及び推定額）

挻 　　　両分 　匁分厘 　両分 ��匁分厘 両分 ����匁分厘
延宝5年已 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹榑瓦板 �100,278� ��661.3 23.8 0.55 364. �13.09 ��297.3 10.71 名古屋　神戸文右衛門 1）

延宝6年午 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹榑瓦 �115,613� ��736.1 19. 0.51 375.3 ��9.69 ��360.2 �9.31 〃 1）

延宝7年未 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹榑瓦 ��40,959� ��495.1 54.87 0.55 272.3 �30.18 ��222.2 24.69 〃 2）

延宝8年申 王瀧地山 松 原 孫 太 郎 桧椹槙榑瓦 ���8,703� ��126.3 28.17 0.45 �56.3 �12.68 ���69.4 15.49 〃 2）

元禄2年已 裏木曽
三ヶ村山 内 木 彦 七 椹榑瓦 59,631

（3,000） 1,165. 10.32 0.31 361.1 ��3.2 ��803.3 �7.12 〃 3）

元禄2年已 裏木曽
三ヶ村山 田口忠左衛門 椹明桧榑瓦 ��47,607� 1,041. �7.2 0.31 322.3 ��2.23 ��718.1 �4.97 〃 3）

元禄2年已 付知
日枯山 田口忠左衛門 桧椹明桧角 ���1,930� 1,122. 10.2 0.1 112.1 ��1.02 1,009.3 �9.18� 〃 4）

元禄2年已 裏木曽
三ヶ村山 原　 権 兵 衛 桧明桧角 ���5,492� 3,600. 23. 0.1 360. ��2.3 3,240. 20.7 〃 3）

元禄3年已 裏木曽
三ヶ村山 原　 権 兵 衛 明桧榑瓦 ��28,383� ��617. 32.58 0.31 191.1 �10.1 ��425.3 22.48 〃 3）

元禄4年未 裏木曽
三ヶ村山 内 木 彦 七 椹榑瓦 ��16,229� 1,916. 21.67 0.31 594. ��6.72 1,322. 14.95 〃 5）

元禄4年未 裏木曽
三ヶ村山 田口忠左衛門 椹明桧榑瓦 ��15,434� 1,096. 16.13 0.31 339.3 ��5. ��756.1 11.13 〃 5）

元禄4年未 裏木曽
三ヶ村山 原　 権 兵 衛 明桧榑瓦 ��19,981� ��781.2 35.48 0.31 242.1 �11. ��539.1 24.48 〃 5）

元禄6年午 裏木曽
三ヶ村山 原　 権 兵 衛 明桧榑瓦 ��28,875� ��562. �6. 0.31 174.1 ��1.86 ��387.3 �4.14 〃 5）

〔表2〕犬山屋神戸家による尾張藩領王瀧山・裏木曽三ケ村山手前金運上仕出例

出所史料
　 1）「延宝七年　本切仕出桧椹物請取帳　王瀧孫太郎」（徳川林政史研究所所蔵）
　 2）「延宝九年　地山本切仕出桧槙椹物請取帳　王瀧孫太郎」（同上）
　 3）「元禄四年　三ヶ村山ニテ手前金ヲ以本伐仕出帳」（同上）
　 4）「元禄四年　日枯山ニテ手前金ヲ以本伐仕出帳　神戸分左衛門」（同上）
　 5）「元禄五年　三ヶ村山手前金本伐仕出明桧物受取帳」（同上）



尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

四
〇

付
知
村
庄
屋　
　

田
口
忠
左
衛
門　
　

加
子
母
村
惣
代　

伊
藤　
　

正
作　
　

　

巳
（
元
禄
四
）之年
三
ヶ
村
山
ニ
而
手
前
金
を
以
本
切
仕
出
諸
木
請
取
帳

付
知
村　

忠（田
口
）左衛

門　
　
　

一　

四
千
四
百
三
拾
六
丁　
　

椹
四
尺
八
寸　

榾
拾
弐
丁
廻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
榑
瓦　

金
壱
両　

榾
拾
弐
丁
弐
分

　
　

内

　

三
千
六
拾
丁
八
分
四
厘　
　
　
　
　
　
　

手

六
分
九
厘

前
取
木

　

千
三
百
七
拾
五
丁
壱
分
六
厘　
　
　
　
　

御

三
分
壱
厘

運
上
木

　
　

代
五
拾
弐
両
銀
五
匁
四
分　
　
　
　

壱
両
弐
拾
六
丁
四
分

一　

壱
万
千
七
百
七
丁　
　
　

椹
四
尺　
　

榾
弐
拾
丁
廻　
　
　

中
榑
瓦

　
　

内

　

八
千
七
拾
七
丁
八
分
三
厘　
　
　
　
　
　

手

六
分
九
厘

前
取
木

　

三
千
六
百
弐
拾
九
丁
壱
分
七
厘　
　
　
　

御

三
分
壱
厘
運
上
木

　
　

代
八
拾
弐
両
壱
分
銀
拾
三
匁
九
分　

壱
両
四
拾
四
丁

一　

弐
万
千
七
百
五
拾
四
丁　

椹
三
尺
五
寸　

榾
弐
拾
七
丁
廻　

中
榑
瓦

　
　

内

　

壱
万
五
千
丁
弐
分
六
厘　
　
　
　
　
　
　

手

六
分
九
厘
前
取
木

　

六
千
七
百
四
拾
三
丁
七
分
四
厘　
　
　
　

御

三
分
壱
厘
運
上
木

　
　

代
百
拾
三
両
弐
分
銀
壱
匁
九
分　
　

壱
両
五
拾
九
丁
四
分

一　

千
三
百
拾
三
丁　
　
　
　

椹
三
尺　

榾
三
拾
丁
廻　

中
榑
瓦

　
　

内

　

九
百
五
丁
九
分
七
厘　
　
　
　
　
　
　
　

手

六
分
九
厘

前
取
木　

　

四
百
七
丁
三
厘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御

三
分
壱
厘

運
上
木

　
　

代
六
両
銀
拾
匁　
　
　
　
　
　
　
　

壱
両
六
拾
六
丁

一　

千
七
百
弐
拾
八
丁　
　
　

椹
弐
尺
壱
寸　

榾
三
拾
四
丁
廻　

中
榑
瓦

　
　

内

　

千
百
九
拾
弐
丁
三
分
弐
厘　
　
　
　
　
　

手

六
分
九
厘

前
取
木

　

五
百
三
拾
五
丁
六
分
八
厘　
　
　
　
　
　

御

三
分
壱
厘

運
上
木

　
　

代
七
両
銀
九
匁
七
分　
　
　
　
　
　

壱
両
七
拾
四
丁
八
分

一　

三
百
七
拾
壱
丁　
　
　
　

椹
壱
尺
八
寸　

榾
三
拾
八
丁
廻　

中
榑
瓦

　
　

内

　

弐
百
五
拾
五
丁
九
分
九
厘　
　
　
　
　
　

手

六
分
九
厘

前
取
木

　

百
拾
五
丁
壱
厘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御

三
分
壱
厘
運
上
木

　
　

代
壱
両
壱
分
銀
七
匁
六
分　
　
　
　

壱
両
八
拾
三
丁
六
分

木
〆
四
万
千
三
百
九
丁

　
　

内

　

弐
万
八
千
五
百
三
丁
弐
分
壱
厘　
　
　
　

手

六
分
九
厘
前
取
木

　

壱
万
弐
千
八
百
五
丁
七
分
九
厘　
　
　
　

御

三
分
壱
厘
運
上
木

　
　

代
金
〆
弐
百
六
拾
弐
両
三
分
銀
三
匁
五
分

一　

六
千
弐
百
三
拾
弐
丁　
　

明
桧
三
尺
五
寸　

榾
弐
拾
七
丁
廻　

中
榑
瓦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
壱
両
榾
詰
壱
丁
弐
分

　
　

内

　

四
千
三
百
丁
八
厘　
　
　
　
　
　
　
　
　

手

六
分
九
厘

前
取
木

　

千
九
百
三
拾
壱
丁
九
分
弐
厘　
　
　
　
　

御

三
分
壱
厘
運
上
木

　
　

代
五
拾
九
両
弐
分
銀
七
匁
六
分　
　

壱
両
弐
丁
四
分

一　

五
拾
八
丁　
　
　
　
　
　

明
桧
三
尺　

榾
三
拾
丁
廻　

中
榑
瓦

（
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四
一

　
　

内

　

四
拾
丁
弐
厘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

手

六
分
九
厘

前
取
木

　

拾
七
丁
九
分
八
厘　
　
　
　
　
　
　
　
　

御

三
分
壱
厘
運
上
木

　
　

代
弐
分
也　
　
　
　
　
　

壱
両
三
拾
六
丁

一　

八
丁　
　
　
　
　
　
　
　

明
桧
弐
尺
壱
寸　

榾
三
拾
四
丁
廻　

中
榑
瓦

　
　

内

　

五
丁
五
分
弐
厘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

手

六
分
九
厘
前
取
木

　

弐
丁
四
分
八
厘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御

三
分
壱
厘
運
上
木

　
　

代
三
匁
七
分　
　
　
　
　
　
　
　
　

壱
両
四
拾
丁
八
分

木
〆
六
千
弐
百
九
拾
八
丁

　
　

内

　

四
千
三
百
四
拾
五
丁
六
分
弐
厘　
　
　
　

手

六
分
九
厘

前
取
木

　

千
九
百
五
拾
弐
丁
三
分
八
厘　
　
　
　
　

御

三
分
壱
厘
運
上
木

　
　

代
金
〆
六
拾
両
銀
拾
匁
三
分

木
都
合
四
万
七
千
六
百
七
丁

　
　

内

　

三
万
弐
千
八
百
四
拾
八
丁
八
分
三
厘　
　

手

六
分
九
厘

前
取
木

　

壱
万
四
千
七
百
五
拾
八
丁
壱
分
七
厘　
　

御

三
分
壱
厘
運
上
木

　
　

代
金
合
三
百
弐
拾
弐
両
三
分
銀
拾
匁
八
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

両
替
六
拾
匁

右
是
者
巳
之
年
三
ヶ
村
山
ニ
而
手
前
金
を
以
本
切
仕
出
御
運
上
木
差
上
、
残
分
手

前
江
被
下
慥
請
取
則
御
運
上
木
買
上
申
所
如
件

　
　

元
禄
四
年
未
八
月�

付
知　

忠（田
口
）左衛
門　
　

　
　
　

御
材
木
御
奉
行
所

（
二
）　

元
伐
仕
出
業
か
ら
経
営
複
合
化
へ

　

①　

買
木
費
お
よ
び
買
木
・
伐
出
入
用
金
貸
付

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
貞
享
・
元
禄
・
宝
永
期
の
犬
山
屋
神
戸
家
に
よ
る
、
裏
木
曽
三
ヶ

村
山
と
黒
沢
・
末
川
・
苗
木
・
田
立
山
に
お
け
る
手
前
金
運
上
仕
出
の
実
例
を
〔
表

3
〕
に
示
す
。
た
だ
し
本
表
は
当
期
間
の
犬
山
屋
神
戸
家
全
事
業
の
記
録
で
は
な
く
、

偶
々
利
用
で
き
た
記
録
を
編
集
し
た
に
す
ぎ
ず
、
史
料
の
一
部
内
容
に
も
疑
問
な
し
と

し
な
い
。
さ
ら
に
本
表
は
体
系
的
な
決
算
書
で
は
な
く
、
個
別
史
料
の
編
集
に
す
ぎ
ず

欠
落
部
分
も
多
い
が
、
利
用
次
第
に
よ
っ
て
は
興
味
あ
る
史
実
を
発
掘
す
る
こ
と
が
可

能
な
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
だ
ろ
う
。

本
表
の
主
要
時
代
で
あ
る
元
禄
期
は
採
材
の
全
盛
時
代
だ
っ
た
が
、
濫
伐
に
よ
る
木

材
資
源
の
減
少（
尽
山
化
）に
よ
り
生
産
規
模
の
縮
少
が
始
ま
る
と
、
材
木
商
は
収
益
維

持
の
た
め
新
た
な
分
野
の
開
拓
に
乗
り
出
し
た
。
そ
の
第
一
は
林
業
に
お
け
る
工
夫

で
、
元
伐
仕
出
を
直
接
行
わ
ず
と
も
仕
出
木
材
を
買
い
集
め
る
集
荷
仲
買
業
へ
の
進
出

で
、
在
方
材
木
商
人
仲
間
達
へ
の
買
付
資
金
の
貸
付
も
行
っ
た
。
す
る
と
こ
れ
を
受
け

て
、
例
え
ば
田
立
村
に
は
材
木
商
達
の
木
材
買
付
代
行
仲
間
の
組
織
が
で
き
、
買
材
費

で
あ
る
三
五
〇
両
を
両
当
た
り
月
銀
七
匁
で
来
年
三
月
ま
で
借
り
る
条
件
で
、
借
り
手

の
材
木
買
代
仲
間
の
代
表
が
利
足
の
歩
戻
し
金
七
両
を
庄
屋
松
下
徳
左
衛
門
が
預
か
っ

た
。
田
立
山
に
は
こ
の
他
に
も
丹
羽
源
七
が
代
表
の
材
木
買
代
仲
間
も
あ
っ
た
。

　
　
　

大
福
帳（
金
払
帳
）田
立
村
分　
　
　
　

神
戸
分
左
衛
門

辰
（
正
徳
二
）十月
三
日

一　

小
判
三
百
五
拾
両

（
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年　度
山　　伐　　仕　　出 資　　金　　運　　用

出所史料
仕�出�山 在地請負元締 仕出樹種・材種 木材売掛代金 運上金上納 *筏乗賃金・藤代 山本入用金貸付 御借米手形

切米手形用貸付
大・小麦，大・小豆
蠟・炭担保取貸付

綿・麻・絹・蠟
販売代金

**新田開発
入用出資金

無担保貸付
大名家中貸

両��分 匁�分厘 両��分 匁�分厘 両��分 匁�分厘 両��分 匁�分厘 両��分 匁�分厘 両��分 匁�分厘 両 匁�分厘 両��分 匁�分厘 両��分 匁�分厘

貞享2年丑 加子母山 内木彦七 椹 ���634. 28.87 193. 1.4 17.1 30.7 320.� 1)

貞享3年寅 加子母山 内木彦七 椹
角源太 ���615.1 9.94 254. 16.67 12.� 59.9 518.1 1)

貞享4年卯 加子母山 内木彦七 椹 ���794.1 14.44 186.2 5. 27. 40.8 499.3 1)

元禄元年辰 加子母山 内木彦七 椹 ���843.2 34.34 218.3 24.6 19.3 11.7 610.1 46.1 16. 1)

元禄2年巳 加子母山 内木彦七 椹 �1,377.1 17.4 260. 28. 5.7 607. 53.1 2.2 1)

元禄2年巳 付知山 田口四郎三郎 桧椹明桧
槫 ���710.3 15.96 269.2 57.1 38.2 36.2 950.� 25.2 8.15 2)，3）

元禄3年午 加子母山 内木彦七 椹 �1,290. 50.84 231.3 1.1 23. 8. 500.� 40. 3.1 1)

元禄3年午 付知山 田口四郎三郎 椹明桧
角槫 �1,321.3 24.21 560. 60.2 5.5 357.� 19.1 1.05 2)，3）

元禄3年午 川上山 原權兵衛 明桧
角槫 �1,047.1 11.96 245. 7.2 34.6 630.� 7.3 2.62 4)，5）

元禄3年午 黒沢山 馬場嘉右衛門 桧
槫 ���916.2 44.23 380. 36.3 22.7 370. 6)，7）

元禄4年未 加子母山 内木彦七 椹
槫 ���887.� 7.34 190. 52.2 13.8 220. 35.� 14.77 1)

元禄4年未 付知山 田口四郎三郎 椹 �1,355.1� 37.26 383.2 7.7 71.1 59. 190. 16.3 12.35 2)，3）

元禄4年未 川上山 原權兵衛 明桧
角槫 ���908.3 60.73 90. 64.2 24.8 230. 6.3 6.53 4)，5）

元禄4年未 黒沢山 馬場嘉右衛門 桧松
瓦 ���672.� 22.97 185. 22. 25.7 400. 6)，7）

元禄5年申 加子母山 内木彦七 椹巤子 �1,294.� 50.91 100. 3.3 12.3 1）

元禄5年申 黒沢山 馬場嘉右衛門 桧椹松
瓦 ���793.1 32.74 155. 20. 23.5 300. 6)，7）

元禄5年申 三浦山 田口四郎三郎 桧松
槫瓦 ���914.3 5.42 54.2 4. 151.1 10.6 5.2 8.7� 210.� 8)，9）

元禄6年酉 加子母山 内木彦七 椹 �1,247.3 55.16 285. 49.3 13.2 1）

元禄6年酉 黒沢山 馬場嘉右衛門 桧椹
槫瓦 �1,025.2 21.09 280. 30.2 17.6 6)，7）

元禄7年戉 末川山 神戸伝八 桧椹巤子
板子槫瓦 �1,940.2 30.78 382.2 22.7 149. 38.3 440. 200. 10)，11)，

12)，13）

元禄8年亥 黒沢山 馬場嘉右衛門 桧椹巤子
槫瓦 �1,567.3 10.89 613.1 14.4 38.1 22.11 670. 6)，7）

元禄8年亥 末川山 神戸伝八 桧椹巤子 �2,266.1 24.22 600.1 7.4 86.3 31.3 305.3 13.42 178. 11.93 960. 10)，11)，
12)，13）

元禄9年子 末川山 神戸伝八 桧椹巤子松樅
板子槫瓦 �2,333.3 25.93 650.1 7.4 106.1 16.5 50.� 55. 17.43 10)，11)，

12）

元禄10年丑 末川山 神戸伝八 桧椹巤子樅姫子松
瓦 �1,502.2 14.5 137.3 13.7 9.1 13.1 50.� 800. 65. 315. 10)，11)，

12)，13）

元禄12年卯 末川山 神戸伝八 松樅
角瓦 �2,517.2 24.73 794. 17.6 18.2 0.6 825.� 892.2 25.2 176. 2.72 380. 12)，13）

元禄13年辰 末川山 神戸伝八 桧椹松樅巤子
角瓦 �2,023. 14.2 � 710.3 44.7 109.3 44.7 73.3 18. 300. 12)，13)，

14)，15）

元禄14年巳 末川山 神戸伝八 桧椹嵐子樅松栂
角瓦 �2,773.1 16.83 479.3 1.7 151.3 51.5 418. 19.23 100. 991.1 12)，13)，

14)，15）
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三

年　度
山　　伐　　仕　　出 資　　金　　運　　用

出所史料
仕�出�山 在地請負元締 仕出樹種・材種 木材売掛代金 運上金上納 *筏乗賃金・藤代 山本入用金貸付 御借米手形

切米手形用貸付
大・小麦，大・小豆
蠟・炭担保取貸付

綿・麻・絹・蠟
販売代金

**新田開発
入用出資金

無担保貸付
大名家中貸

両��分 匁�分厘 両��分 匁�分厘 両��分 匁�分厘 両��分 匁�分厘 両��分 匁�分厘 両��分 匁�分厘 両 匁�分厘 両��分 匁�分厘 両��分 匁�分厘

貞享2年丑 加子母山 内木彦七 椹 ���634. 28.87 193. 1.4 17.1 30.7 320.� 1)

貞享3年寅 加子母山 内木彦七 椹
角源太 ���615.1 9.94 254. 16.67 12.� 59.9 518.1 1)

貞享4年卯 加子母山 内木彦七 椹 ���794.1 14.44 186.2 5. 27. 40.8 499.3 1)

元禄元年辰 加子母山 内木彦七 椹 ���843.2 34.34 218.3 24.6 19.3 11.7 610.1 46.1 16. 1)

元禄2年巳 加子母山 内木彦七 椹 �1,377.1 17.4 260. 28. 5.7 607. 53.1 2.2 1)

元禄2年巳 付知山 田口四郎三郎 桧椹明桧
槫 ���710.3 15.96 269.2 57.1 38.2 36.2 950.� 25.2 8.15 2)，3）

元禄3年午 加子母山 内木彦七 椹 �1,290. 50.84 231.3 1.1 23. 8. 500.� 40. 3.1 1)

元禄3年午 付知山 田口四郎三郎 椹明桧
角槫 �1,321.3 24.21 560. 60.2 5.5 357.� 19.1 1.05 2)，3）

元禄3年午 川上山 原權兵衛 明桧
角槫 �1,047.1 11.96 245. 7.2 34.6 630.� 7.3 2.62 4)，5）

元禄3年午 黒沢山 馬場嘉右衛門 桧
槫 ���916.2 44.23 380. 36.3 22.7 370. 6)，7）

元禄4年未 加子母山 内木彦七 椹
槫 ���887.� 7.34 190. 52.2 13.8 220. 35.� 14.77 1)

元禄4年未 付知山 田口四郎三郎 椹 �1,355.1� 37.26 383.2 7.7 71.1 59. 190. 16.3 12.35 2)，3）

元禄4年未 川上山 原權兵衛 明桧
角槫 ���908.3 60.73 90. 64.2 24.8 230. 6.3 6.53 4)，5）

元禄4年未 黒沢山 馬場嘉右衛門 桧松
瓦 ���672.� 22.97 185. 22. 25.7 400. 6)，7）

元禄5年申 加子母山 内木彦七 椹巤子 �1,294.� 50.91 100. 3.3 12.3 1）

元禄5年申 黒沢山 馬場嘉右衛門 桧椹松
瓦 ���793.1 32.74 155. 20. 23.5 300. 6)，7）

元禄5年申 三浦山 田口四郎三郎 桧松
槫瓦 ���914.3 5.42 54.2 4. 151.1 10.6 5.2 8.7� 210.� 8)，9）

元禄6年酉 加子母山 内木彦七 椹 �1,247.3 55.16 285. 49.3 13.2 1）

元禄6年酉 黒沢山 馬場嘉右衛門 桧椹
槫瓦 �1,025.2 21.09 280. 30.2 17.6 6)，7）

元禄7年戉 末川山 神戸伝八 桧椹巤子
板子槫瓦 �1,940.2 30.78 382.2 22.7 149. 38.3 440. 200. 10)，11)，

12)，13）

元禄8年亥 黒沢山 馬場嘉右衛門 桧椹巤子
槫瓦 �1,567.3 10.89 613.1 14.4 38.1 22.11 670. 6)，7）

元禄8年亥 末川山 神戸伝八 桧椹巤子 �2,266.1 24.22 600.1 7.4 86.3 31.3 305.3 13.42 178. 11.93 960. 10)，11)，
12)，13）

元禄9年子 末川山 神戸伝八 桧椹巤子松樅
板子槫瓦 �2,333.3 25.93 650.1 7.4 106.1 16.5 50.� 55. 17.43 10)，11)，

12）

元禄10年丑 末川山 神戸伝八 桧椹巤子樅姫子松
瓦 �1,502.2 14.5 137.3 13.7 9.1 13.1 50.� 800. 65. 315. 10)，11)，

12)，13）

元禄12年卯 末川山 神戸伝八 松樅
角瓦 �2,517.2 24.73 794. 17.6 18.2 0.6 825.� 892.2 25.2 176. 2.72 380. 12)，13）

元禄13年辰 末川山 神戸伝八 桧椹松樅巤子
角瓦 �2,023. 14.2 � 710.3 44.7 109.3 44.7 73.3 18. 300. 12)，13)，

14)，15）

元禄14年巳 末川山 神戸伝八 桧椹嵐子樅松栂
角瓦 �2,773.1 16.83 479.3 1.7 151.3 51.5 418. 19.23 100. 991.1 12)，13)，

14)，15）

〔表3〕犬山屋神戸家による裏木曽三ケ村山・黒沢・末川・苗木・田立山関係事業経営例
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四
四

元禄15年午 末川山 神戸伝八 樅栂
角 �2,240.3 48.96 479.3 1.7 98.3 1.7 320.1 14.93 1,100.� 12)，13)，

14)，15）

宝永3年戉 苗木山 小栗兵左衛門 桧松
角丸太 �1,170.1 33.62 82.3 29.45 570. 1,394.3 838.3 205. 16）

宝永4年亥 苗木山 小栗兵左衛門 桧松栗
角 ���490.1 1.2� 185. 51.48 469. 1,084.� 237. 572.� 170. 16）

宝永8年卯 田立山 松下徳左衛門 桧
槫瓦 �1,205.2 16.28 935. 10.42 810. 70. 12.81 390. 17）

正徳2年辰 田立山 松下徳左衛門 桧椹松樅
角板子 ***58.3 14.56 1,763. 9.88 631.2 303.1 11.04 305. 17）

9 ）「元禄四年　（三浦山）金渡帳　神戸分右衛門」（徳川林政史研究所所蔵）
10）「元禄六年　犬山金帳　（神戸分左衛門）」（同上）
11）「（元禄六年）（犬山）金払帳　神戸分左衛門」（同上）
12）「元禄七年（末川山）犬山金帳　（神戸分右衛門）」（同上）
13）「（元禄七年）（末川山）金帳　神戸分右衛門」（同上）
14）「元禄十三年　（末川山）犬山金渡帳　（神戸分右衛門）」（同上）
15）「元禄十三年　（末川山）金渡帳　神戸分左衛門」（同上）
16）「宝永三年　（苗木山）大福帳　（神戸分左衛門）」（同上）
17）「宝永八年　（田立山）大福帳　（神戸分左衛門）」（同上）
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元禄15年午 末川山 神戸伝八 樅栂
角 �2,240.3 48.96 479.3 1.7 98.3 1.7 320.1 14.93 1,100.� 12)，13)，

14)，15）

宝永3年戉 苗木山 小栗兵左衛門 桧松
角丸太 �1,170.1 33.62 82.3 29.45 570. 1,394.3 838.3 205. 16）

宝永4年亥 苗木山 小栗兵左衛門 桧松栗
角 ���490.1 1.2� 185. 51.48 469. 1,084.� 237. 572.� 170. 16）

宝永8年卯 田立山 松下徳左衛門 桧
槫瓦 �1,205.2 16.28 935. 10.42 810. 70. 12.81 390. 17）

正徳2年辰 田立山 松下徳左衛門 桧椹松樅
角板子 ***58.3 14.56 1,763. 9.88 631.2 303.1 11.04 305. 17）

註
＊この頃の数値は振幅が大きく，その理由も不明だが精度にも疑念が残る。

＊＊新田開発投資が本格化するのは，今回対象とした時期の後になる。
＊＊＊この年犬山屋は，田立山では木材の山伐よりも仲買いに力を注いだ。

出所史料� � � �
1 ）「天和四年　加子母金帳（神戸文右衛門）」（徳川林政史研究所所蔵）
2）「元禄弐年　付知金帳（神戸分左衛門）（同上）
3）「元禄弐年　（付知）金渡帳　神戸分左衛門」（同上）
4）「元禄弐年　川上金帳（神戸分右衛門）」（同上）
5）「元禄弐年　川上金払帳（神戸分右衛門）」（同上）
6）「元禄弐年　（黒沢山）萬金帳（神戸分右衛門）」（同上）
7）「元禄弐年　（黒沢山）金渡帳　神戸分右衛門」（同上）
8）「元禄四年　三浦山金帳（神戸分右衛門）」（同上）
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年　　月　　日 支　　出 支出
種別 金　　　額 支出の目的・内容 利　子

年 月�日 両�分 匁�分�厘
宝永3戌 1. 5 秋鄕与兵衛 貸 50. 加賀源五左衛門様御入用金貸 利月両ニ銀7匁宛

2. 1 木村久左衛門 貸 570. 御借米手形質物取3月切貸
2. 1 神戸弥左衛門 貸 20. 犬山市橋忠太郎方書入70両内入貸
2.21 塩町�大橋十兵衛 貸 100. 御切米手形質物取貸
3.12 辻三左衛門 渡 133.2 苗木山松角売代金仕切渡
3.晦 桑名町�長左衛門 貸 100. 質物取4月切貸 利金2分
3.晦 舟入町�与左衛門 貸 60. 質物取貸4月切 利金1分と9匁
3.晦 車町�境久助 渡 102.2 11.61 会津蠟燭代渡
4.15 苗木�市左衛門 渡 102. 2.7 苗木山松角売代金仕切渡
5. 2 加賀源左衛門 貸 30. 村方ェ貸 利月両ニ銀8匁宛
5. 7 赤河彦兵衛 渡 18.3 2.3 錦織繁田久左衛門桴乗賃金
5.10 山口又兵衛 渡 94.2 11.1 苗木山松角売代金仕切渡
5.13 神戸文七郎 貸 50. 買木入用金之内
5.18 犬山�小川只助 渡 19.3 7.17 松角桴乗賃金
5.25 苗木�小栗兵左衛門 渡 110. 松角売代金内渡
5.28 若山左助 貸 70. 槍三尺瓦買代之内貸
5.28 塩町�平三郎 貸 100. 質物取 利1ヶ月限銀90匁
6.18 信濃屋五兵衛 貸 100. 御切米手形質物取9月切 利月金3分と5匁宛
7. 6 塩町�大橋十兵衛 貸 60. 納麦62石大豆87俵質物取 利月10両ニ4匁宛
7.13 濃州関�助六郎 貸 60. 麦200俵上州大豆33俵質物取 利月10両ニ4匁5分
7.22 前田伝蔵 貸 10. 長野数馬殿入用金 利月両ニ7匁5分宛
7. 車町�境久助 貸 100. 大坂綿貸
8. 2 塩町�平三郎 貸 150. 質物取9月切 利月1両宛
8. 5 木村久左衛門 貸 50. 会津蠟8筐質物取10月切 利1両1分と5匁
8. 5 銭屋喜兵衛 貸 100. 会津蠟16筐質物取10月切 利2両2分と10匁
8. 5 車町�境久助 渡 72.2 13.63 会津蠟10筐買替金
8.11 木村久左衛門 渡 50. 船運代入用渡
8.11 万屋庄兵衛 渡 25. 松角桴乗賃犬山ェ渡
9.22 熱田�喜平次 貸 30. 上州大豆110俵質物取 利月両ニ銀6匁宛
9.24 苗木�小栗兵左衛門 渡 37.2 29.31 松角桴乗賃金
9. 小川留左衛門 貸 100. 綿質物取 利月1両宛
10. 4 辻磯左衛門 渡 10. 11.08 松角桴乗貸金
10.11 辻磯左衛門 渡 56.3 2.16 松角売代金仕切渡
10.11 苗木�小栗兵左衛門 渡 170.3 2.16 松角売代金売内渡
10.11 柘植市左衛門 渡 76. 1.93 苗木山松角売代金仕切渡
10.18 神戸文七郎 貸 30. 買木入用金内貸
10.20 万屋庄兵衛 貸 120. 御切米手形質物3月切 利3両
10.28 車町�境久助 貸 100. 小豆222俵質物取3月切 利4両2分
11.11 田中庄兵衛 貸 150. 十兵衛方ェ大豆入 利1両2分
11.17 車町�境久助 渡 652.3 2.22 大坂買物代金川内屋作兵衛方遣
11.21 苗木�小栗兵左衛門 渡 15. 苗木山松角売代金内渡
11.晦 秋鄕与兵衛他 貸 50. 源五左衛門様御用金 利月両ニ7匁宛
12.24 服部以左衛門 貸 30. 成瀬修理様御用金 利月両ニ銀1匁宛
12.26 小麻義兵衛他 貸 150. 山澄大膳様御用金御知行所米入質 利年割2分
12.晦 下材木町�平七郎 貸 10. 炭質物取

宝永4亥 1.25 近松孫兵衛 貸 15. 当暮返金等 利月両ニ銀7匁宛
2.14 中村三左衛門 貸 200. 亥3月切御切米手形質物ニテ
3.�8 加賀源左衛門 貸 30. 村方賃金 利月両ニ銀8匁宛
3.15 苗木�小栗兵左衛門 渡 12. 9.1 松角売仕切渡
4. 8 苗木�小栗兵左衛門 渡 10.1 9.94 桧角桴乗賃金犬山ェ拂
4. 8 木村久兵衛 貸 50. 会津蠟8筐質物取 利月両ニ銀5匁
4.10 萩原村�勘十郎 貸 50. 餅米質物取4月切 利月両ニ銀5匁
4.13 辻三左衛門 渡 169. 苗木山松角売代金仕切渡
4.23 苗木�小栗兵左衛門 渡 55. 桧角売代金内渡

〔表4〕犬山屋神戸分左衛門苗木村関係事業支出
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5. 2 塩町�大橋十兵衛 貸 15. 来ル五月中返金手形有 利月両ニ銀5匁宛
5. 3 犬山�神戸弥左衛門 渡 245.2 犬山円城寺米売代金内重テ渡
5. 9 海老や町�勘助 貸 50. 餅米100俵質物取5月切貸
5. 9 銭屋喜兵衛 貸 70. 会津蠟質物取6月切貸
5.11 犬山�神戸弥左衛門 渡 108.2 11.74 沓掛ヶ村米100石代金請取重テ犬山遣
5.28 苗木�小栗兵左衛門 立替 20.2 11.66 松角桴乗賃金
6. 4 繁田久左衛門 渡 68.2 7.5 苗木山松角売代金仕切渡
6. 7 苗木�小栗兵左衛門 立替 7. 13.26 松角桴乗賃金円城寺渡
6. 9 大曽根村�喜兵衛 貸 40. 成瀬隼人様配対米40石質物取
6.22 神戸文七郎 貸 120. 買木入用金貸
6. 若山佐助 渡 7. 大宝新田入用金内渡
6. 車町�境久助 渡 15. 大宝新田入用栗石手付金内渡
7. 5 苗木�小栗兵左衛門 渡 40. 松角売代金内渡
7. 9 塩町�大橋十兵衛 貸 130. 犬山円城寺桴乗飯米買代金内貸
7.10 車町�境久助 渡 40. 大宝新田栗石前金内渡
7.10 水谷久左衛門 貸 30. 沢井助左衛門様用金
7.13 植村次郎左衛門 貸 61.3 相方借金利足 利月両ニ銀9匁宛
7.13 車町�境久助 貸 20. 木綿買入金貸
8. 3 前田伝兵衛 貸 10. 長野秋馬様入用金 利月両ニ銀7匁5分
8.24 若山佐助 渡 10. 大宝新田入用金
8.晦 神戸文七郎 貸 20. 買木入用金之内貸
9. 8 伊勢屋勘四郎 渡 15. 大宝新田圦入用金之内渡
9. 1 近松孫兵衛 貸 20. 当暮返済筈
9.17 白鳥�武左衛門 貸 40. 同上 利月両ニ銀8匁宛
9.27 若山佐助 渡 100. 大宝新田入用金
10. 5 伊勢屋勘兵衛 貸 200. 実綿170俵入3月切 利月両ニ4匁2分
10. 6 神戸文七郎 貸 90. 買木入用金之内
10. 8 堀江町�作兵衛 貸 100. 実綿63俵質物取 利月両ニ7匁
10. 8 車町�源兵衛 貸 200. 繰綿57俵入 利月両ニ3匁
10.28 大高村�山口源兵衛 貸 30. 新田普請入用 利月両ニ銀7匁宛
11. 1 苗木�小栗兵左衛門 渡 55. 松角売代金内渡
11. 1 若山佐助 渡 60. 大宝新田入用金
11. 8 加賀源左衛門 貸 15. 成瀬修理様御用金
11.10 苗木�小栗兵左衛門 渡 9.2 4.8 松角桴乗賃金円城寺渡
11.10 繁田久左衛門 渡 41.3 3.4 松角売代金仕切渡
11.14 苗木�小栗兵左衛門 渡 8.1 11.82 松角桴乗賃金犬山渡
11.16 若山佐助 渡 60. 大宝新田入用金
11.18 神戸彦右衛門 貸 60. 手形有

11.18 塩町�大橋十兵衛 渡 165. 江戸神田安休、神戸彦七殿ェ餅米買入
金渡

11.21 上宿�清兵衛 貸 100. 御蔵米質物取 利月両ニ6匁
11.22 神戸分七郎 貸 158. 御木屋御年用小物買代内貸
11.24 塩町�大橋十兵衛 貸 200. 買入金内渡
11.29 若山佐助 渡 130. 大宝新田入用金内渡
12. 5 衣笠義左衛門他 貸 150. 山澄大膳様御入用金渡 利年割2分
12. 5 車町�境久助 渡 105. 大宝新田入用栗石代桁木手付金
12. 町野孫左衛門他 貸 20. 成瀬修理様御用金 利月両ニ銀7匁宛

註）　金額が僅少、本稿主題との関連が希薄等の項目には省略したものがある。
出所史料　「宝永三年　苗木大福帳　元材木町　神戸分左衛門」（徳川林政史研究所蔵）
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年　月　日 支　出　先 支出
種別 金　　　額 支出の目的・内容 利　　子

年 月�日 両�分 匁�分�厘
宝永8卯 1.23 　　　久保半三右衛門 貸 20. 冨永三左衛門様入用金 利年1割

2. 7 　　　金森小左衛門 貸 20. 平岩七太夫様入用
2.22 　　　勘四郎 渡 30. 平田船除ヶ置金
3. 5 　　　伊藤忠次郎 貸 30. 野崎源五右衛門様御入用金 利月両ニ7匁5分
3.18 　　　源七・与市 貸 10. 彦八郎家町金書入 利月両ニ4匁

正徳1卯 4. 7 　　　久保半三右衛門 貸 10. 冨永三左衛門様入用金 利年1割

4. 8 　　　小池林大夫 貸 20. 辰年新田勘定内入、水野与右衛門殿入
用

6.19 　　　久保半三右衛門 貸 10. 富永三左衛門様入用金
6.28 塩町　十兵衛 貸 200. 買入金10月切 利月両ニ2匁
7. 5 塩町　十兵衛 貸 100. 仙台大豆、質物請取9月切 利月両ニ6匁
7.13 塩町　十兵衛 貸 160. 大豆買入金
7.晦 　　　松下徳左衛門 貸 101. 檜物買代金
9. 2 　　　松下徳左衛門 貸 54.2 11.2.5 痕床檜六尺榑代
9. 3 　　　赤河庄兵衛 貸 8. 桴損害入用
9.12 　　　松下徳左衛門 貸 59.2 7.9.4 阿寺檜三五榑買代
9.26 塩町　重兵衛 渡 200. 神田安休米買代金内渡
10. 2 　町　源七郎 貸 200. 徳左衛門仲間、源七郎仲間買木入用金 利月両ニ7匁5分
10.18 　　　中山市郎兵衛 渡 80. 神田安休殿買物代内渡
10.19 　　　松下徳左衛門 貸 30. 神田安休殿買物代内渡
10.25 塩町　重兵衛 貸 200. 小豆買入金
10.26 塩町　重兵衛 渡 100. 神田安休殿米買代金内渡
11. 6 塩町　重兵衛 貸 100. 神田安休殿米買代金内渡
11.12 兼山屋与市 貸 200. 貸付金辰3月迄 利月両ニ8匁
11.14 塩町　重兵衛 貸 60. 買入金内
11.26 塩町　重兵衛 貸 100. 買入金内金
12. 7 　　　松下徳左衛門 貸 25. 川上檜四尺瓦買代
12.10 　　　松下徳左衛門 貸 62.3 7.5 地山並檜物売代貸
12.12 　　　神戸弥左衛門 渡 200. 配米売代金
12.20 塩町　重兵衛 渡 22. 10.4.2 神田安休殿買物代金
12.28 塩町　重兵衛 貸 50. 買入金内
12.28 　　　久保半左右衛門 貸 40. 冨永三左衛門様御入用金 利年1割
12.晦 　　　前田伝蔵 貸 10. 長野数馬様御入用金 利月両ニ7匁5分
12.晦 　　　野垣源兵衛 貸 50. 新田川方貸 利年1割
12. 　　　金沢七郎左衛門 貸 150. 山澄主膳様御入用金 利年1割2分
12. 　　　伊藤忠次郎 貸 20. 源五左衛門様御入用金 利月両ニ7匁5分
12. 赤目村　郷七郎 貸 50. 小麦質物 利月両ニ4匁2分
12. 　関　小兵衛 貸 67. 餅米・小豆質物 利月両ニ3匁5分
12. 伝馬町　新四郎 貸 100. 小豆質物 利月両ニ3匁3分
12. 　　　舛屋喜兵衛 貸 200. 餅米・小豆質物 利月両ニ3匁
12. 赤目村　郷七郎 貸 300. 餅米質物 利月両ニ5匁1分
12. 塩町　十兵衛 貸 93. 大豆・小豆・餅米質物 利月両ニ3匁2分

正徳2辰 2. 7 　　　金森小左衛門 貸 20. 平岩七大夫様御用金
2. 8 　　　伊藤忠次郎 貸 30. 野崎弥五郎様御用金 利月両ニ7匁5分
3. 2 下町　勘四郎 貸 60. 南野川檜六尺、西野山樅物買代
3. 7 　　　波多野六左衛門 貸 100. 金森飛騨守様御用金 利年1割
3.13 　町　源七仲間 貸 100. 飛州松角買代 利月両ニ6匁
3.23 　　　久保伝九郎 貸 30. 冨永半三右衛門様御用金
4.14 　町　源七仲間 貸 150. 飛州松角買代 利月両ニ6匁
5.朔 神戸彦左衛門同道休 貸 100. 買木入用金 利月両ニ5匁
6.朔 　　　重兵衛　 貸 100. 買入金 利月両ニ2匁5分
6.朔 　　　赤目郷七郎 貸 100. 買入金 利月両ニ2匁8分
6.�3 犬山　川嶋惣七郎 渡 50. 名和新田普請入用金
6.�9 塩町　重兵衛 貸 200. 舛屋町壱兵衛買入金
7. 4 犬山　川嶋惣七 渡 20. 名和新田入用金

〔表5〕犬山屋神戸分左衛門田立村関係事業支出
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7. 　　　出し金 渡 33. 11.0.4 大高新田普請入用
8. 2 塩町　重兵衛 貸 100. 買入金 利月両ニ2匁3分
8.10 兼山屋与市 貸 200. 貸付金9月切 利月両ニ6匁
10. 3 　　　松下徳左衛門他 貸 350. 三ヶ村檜板子買代仲間入用金 利月両ニ7匁
10. 8 兼山屋与市 貸 600. 貸付金3月切 利月両ニ7匁5分
10.18 　　　松下徳左衛門 渡 500. 田立山椹物買代払
10.21 塩町　重兵衛 貸 100. 買入金
11. 4 塩町　重兵衛 貸 200. 大豆買入金
11.13 下町　勘四郎 貸 30. 買物代 利月両ニ7匁
11.23 塩町　重兵衛 貸 300. 麦・餅米買入金
12.10 　　　松下徳左衛門 渡 5. 田立椹物入用
12.14 塩町　重兵衛 貸 300. 買入金
12.14 　　　鎌田忠兵衛 貸 250. 大坂買物入用
12.24 　　　松下徳左衛門 渡 163.2 13.1. 田立山椹物買代残金
12.26 塩町　重兵衛 貸 30. 買入金
12.28 　　　久保伝九郎 貸 40. 富永三左衛門様御入用金 利年1割
12.28 塩町　重兵衛 貸 100. 買入金
12.28 　　　金森小左衛門 貸 50. 平岩七太夫様御用金 利年8両
12.晦 　　　松下徳左衛門 渡 672.2 17.6 田立山椹物買代金残金
12. 　　　伊藤忠次郎 貸 20. 野崎源五左衛門様御入用金 利月両ニ7匁5分
12. 伝馬町　錦屋平蔵 貸 25. 仙台大豆質物
12. 岐阜　吉田十左衛門 貸 50. 上州大豆質物
12. 岐阜　横山七右衛門 貸 200. 麦質物
12. 岐阜　白木吉左衛門 貸 100. 麦質物
12. 米地村　米地宗七 貸 10. 小豆質物
12. 舛屋町　綿屋喜兵衛 貸 100. 上州大豆質物
12. 赤目村　水谷門七 貸 300. 米・餅米・麦質物
12. 笠松　久納源三郎 貸 65. 納麦・仙台大豆質物
12. 今津　曾右衛門 貸 77. 仙台大豆・上州大豆質物
12. 塩町　重兵衛 貸 273. 米・餅米・大豆・小豆質物
12. 舛屋町　喜兵衛 貸 315.3 配対米質物
12. 渡 200. 大宝新田

註）　金額が僅少、本稿主題との関連が希薄等の項目には、省略したものがある。
出所史料　「宝永八卯年起　（田立山）大福帳　金渡帳　元材木町　神戸分左衛門」（徳川林政史研究所蔵）
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品
価
値
の
問
題
に
な
ろ
う
。
穀
物
の
大
豆
と
小
豆
、他
に
も
「
実
綿
百
七
拾
俵
利
足（
弐

百
両
ニ
）金
拾
四
両
」「
繰
綿
五
拾
七
俵
利
足（
弐
百
両
ニ
）金
拾
両
也
」
や
、
絹
・
真
綿
・

麻
等
が
あ
っ
た
。
商
品
を
質
物
に
と
っ
て
の
貸
付
は
、
や
が
て
直
接
販
売
に
参
入
す
る

場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
「
江
戸
神
田
安
休
殿
神
戸
彦
七
殿
江
餅
米
買
入
金
渡
ス
」
と
い

う
も
の
も
あ
っ
た
、
神
田
安
休
は
江
戸
の
豪
商
奈
良
屋
茂
左
衛
門
で
古
く
か
ら
犬
山
屋

と
取
引
が
あ
り
、
神
戸
彦
七
は
犬
山
屋
の
江
戸
分
家
で
、
米
・
綿
・
蠟
を
自
前
で
も
商

う
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
木
曽
の
場
合
、
経
済
価
値
以
外
の
地
域
背
景
の
影
響
も
認
め
ね
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
第
一
章
第
一
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
山
国
で
農
耕
適
地
に
恵

ま
れ
な
い
木
曽
は
、
本
途
年
貢
の
一
つ
と
し
て
耕
地
か
ら
産
す
る
穀
物
の
代
り
に
木
材

が
課
せ
ら
れ
、割
木
材
で
あ
る
榑
木
・
土
井（
居
）を
納
入
す
る
年
貢
木
制
度
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
す
で
に
納
入
さ
れ
た
米
を
始
め
と
す
る
穀
物
が
、
年
貢
木
の
分
量
に
応
じ
て
還

付
さ
れ
る（
下
用
米
と
呼
ば
れ
る
）制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
森
林
資
源
の
減
耗
か
ら
享
保

期
に
年
貢
木
制
度（
下
用
米
制
度
も
含
め
て
）が
廃
止
さ
れ
る
と
、
木
曽
で
は
米
を
始
め
と

す
る
食
糧
事
情
は
苦
境
に
追
い
込
ま
れ
た
。
こ
の
事
態
か
ら
当
時
の
交
易
希
求
品
や
、

貸
付
金
質
物
品
目
の
首
座
に
米
が
据
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
苗
木
村
で
は
犬
山
屋
分
左
衛
門
が
、
商
人
達
と
の
取
引
で
質
物
に
会
津
蠟
や

木
綿
を
使
用
し
て
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
木
曽
山
で
は
享
保
─
元
文
期
に
年
貢
と
し

て
山
漆
の
植
栽
が
奨
励
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
山
漆
は
そ
の
実
か
ら
採
取
さ
れ
る
蠟

が
蠟
燭
の
原
料
と
な
り
、
塗
料
の
原
料
に
な
る
樹
液
を
と
る
里
漆
と
は
別
で
あ
る
。
し

か
し
蠟
燭
は
品
質
の
問
題
も
あ
っ
て
そ
の
後
西
南
日
本
で
多
く
産
す
る
櫨
に
市
場
を
支

配
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
本
誌
旧
稿（『
研
究
紀
要
』
42
号
・
53
号
）で
述
べ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
木
綿
の
方
は
、
享
保
期
の
数
十
年
後
、
寛
政
改
革
の
幕
開
け
と
と
も
に

会
所
の
新
規
開
設
に
成
功
し
た
。

　

従
延
宝
五
巳
年
至
寛
政
十
二
申
年　

永
々
録　

一
番　

神
戸
弥
左
衛
門

今
度
於

御
城
下
綿
会
所
相
立
、
延（新
規
開
店
）

商
相
済
候
得
者
在
ニ
お
ゐ
て
者
米
延
商
ひ
同
様
相
心
得
、

右
延
綿
商
ひ
筋
に
た
づ
さ
わ
り
候
儀
一
切
致
間
舖
候
、
尤
是
迄
仕
来
候

0

0

0

0

0

0

正
綿
を
以

商
ひ
い
た
し
候
儀0

者0

不
苦
筈
候

0

0

0

0

、
若
し
右
綿
延
商
ひ
筋
に
た
づ
さ
わ
り
候
者
於
有

之
者
、
急
度
咎
可
申
付
者
也

　
　
　

寅
（
寛
政
六
）二月

　

今
度
於

　

御
城
下
綿
会
所
延
商
相
済
ニ
付
、
御
国
一
統
之
御
触

0

0

0

0

0

0

0

候
趣
承
知
仕
奉
畏
候
以
上

　

寅
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
戸
弥
左
衛
門

　

寛
政
三
亥
三
月
御
国
一
統
之
御
觸　

0

0

0

0

0

0

0

0

0

在
々
百
姓
共
常
々
農
業
を
精
出
し
御
年
貢
諸
役
大
切
ニ
相
勤
、
妻
娘
者
苧
機
を
か

せ
き
家
内
之
用
を
た
し
候
儀
渡
世
之
喜
ひ
ニ
候
、
然
る
に
女
の
い
と
な
み
と
い
へ

と
も
元
よ
り
御
国
中
之
産
物
を
以
其
用
を
た
し
、
い
つ
連
の
上
乃
御
恵
を
請
さ
る

者
者
有
間
敷
候
、
さ
れ
者
冥
加
之
為
壱
人
立
相
応
之
役
者
可
相
勤
事
ニ
候
、
以
後

も
勤
候
へ
者
為
々
仕
仕
事
ニ
者
満
り
薄
き
者
共
ま
で
、
自
然
と
気
を
引
立
一
統
弥

苧
機
等
を
励
み
候
様
相
成
、
殊
ニ
在
辺
ニ
而
者
妻
娘
至
ま
て
専
木
綿
布
を
可
用
事

故
、
其
身
の
程
を
も
忘
れ
さ
る
た
め
此
度
古
法
に
よ
り
綿
布
役
と
唱
へ
、
御
領
分

中
女
之
分
十
四
歳
ゟ
六
十
歳
迄
之
者
、
其
夫
其
父
之
高
持
致
ニ
准
し
当
亥
年
ゟ
左

之
通
御
役
被
仰
付
筈
ニ
候

（
高
持
区
分
に
対
応
せ
る
各
役
銀
額
省
略
）

（
37
）

（
38
）

（
39
）

（
40
）

（
41
）
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封
建
体
制
下
幕
府
は
、
体
制
維
持
の
た
め
度
々
重
ね
た
「
改
革
」
と
称
す
る
緊
縮
政

策
の
下
、
延
商
ひ
＝
新
規
開
店
を
規
制
し
た
。
そ
の
中
で
犬
山
屋
神
戸
家
が
行
っ
た
綿

会
所
新
規
開
店
の
申
請
に
対
し
て
は
、「
是
迄
仕
来
候
正
綿
を
以
商
ひ
い
た
し
候
儀
者

不
苦
筈
候
」
の
但
書
に
叶
い
認
可
さ
れ
た
が
、
一
方
米
会
所
に
つ
い
て
は
但
書
が
付
い

て
お
ら
ず
、「
今
度
於（
名
古
屋
）

御
城
下
綿
会
所
延
商
相
済
候
ニ
付
、
御
国
一
統
之
御
觸
承
知
奉

畏
候
」
と
、
綿
会
所
認
可
の
交
換
条
件
と
し
て
「
米
延
商
ひ（
中
略
）筋
た
つ
さ
わ
り
候

儀
一
切
致
間
舖
候
、（
中
略
）若
シ
延
商
ひ
筋
に
た
つ
さ
わ
り
候
者
於
有
之
者
、
急
度
咎

可
申
付
者
也
」
と
自
粛
を
斟
酌
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

③　

御
家
中
貸
と
大
名
貸
・
御
借
上
げ

さ
き
の
〔
表
4
〕〔
表
5
〕
中
に
は
、
本
来
商
業
活
動
と
の
関
係
が
わ
か
り
に
く
い

尊
称
付
武
士
然
と
し
た
氏
名
の
項
目
が
随
所
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
家
中
貸

で
総
計
苗
木
村
で
五
五
五
両
、
田
立
村
で
五
九
五
両
に
な
る
。
例
え
ば
苗
木
の
宝
永
三

年
に
「
貸
付　

一
五
〇
両　

山
澄
大
膳
様
御
用
金
御
知
行
所
米
入
質　

利
年
割
二
分
」

と
あ
り
、
尾
張
藩
家
中
の
山
澄
氏
が
犬
山
屋
か
ら
一
五
〇
両
を
借
り
て
商
人
小
麻
義
兵

衛
に
返
済
し
、
利
子
は
年
両
当
た
り
二
分
、
質
物
に
は
知
行
所
の
扶
持
米
を
置
い
た
、

家
中
重
役
へ
の
御
入
用
金
貸
付
で
あ
る
。
他
に
大
口
の
場
合
に
は
次
の
よ
う
に
運
ば
れ

た
よ
う
で
あ
る
。

　
　

預
り
申
金
子
之
事

合
金
弐
千
両
也

一
右
者
為
御
用
金
慥
預
り
申
所
実
正
也
、
此
為
済
方
知
行
所
岩
倉
村
物
成
米
之
内

六
百
石
宛
、
来
酉
年
ゟ
午
年
迄
十
ケ
年
之
内
渡
シ
置
、
毎
歳
極
月
朔
日
ゟ
晦
日

之
内
入
札
ニ
而
直
段
相
極
右
之
以
代
金
、
元
金
并
壱
割
之
利
金
引
取
可
被
申
候
、

除
置
候
米
十
ケ
年
之
内
其
方
江
可
相
渡
旨
代
官
江
之
證
文
遣
置
候（
後
略
）

　
　
　

元
禄
五
申
十
二
月

水
野
弥
三
右
衛
門　
　

（
以
下
三
名
略
）　　

　
　

神
（
犬
山
屋
）戸弥

左
衛
門
殿

し
か
し
す
べ
て
が
順
調
に
運
ん
だ
と
ば
か
り
は
限
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
故
障
も
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
毎
年
の
御
用
金
一
五
〇
両
の
返
済
が
今
年
は
滞
っ
た
の
で
、
そ
れ
な

ら
ば
返
済
方
法
を
す
べ
て
米
穀
に
す
る
旨
証
書
を
書
替
え
て
、
今
後
も
貸
借
関
係
を
継

続
し
た
ら
如
何
と
申
入
れ
た
口
上
書
で
あ
る
。

　
　

口
上
之
覚

一
御
屋
敷
御
用
金
年
々
百
五
拾
両
宛
差
上
ヶ
申
候
処
、
御
定
之
通
毎
年
霜
月
廿
日

最
後
元
利
共
御
米
ニ
而
御
返
済
被
下
置
候
、
右
之
金
子
御
用
相
立
来
り
申
候
処
、

旧
冬
御
書
付
ニ
而
御
断
被
仰
渡
御
返
済
之
訳
相
立
不
申
迷
惑
奉
存
候

一
右
之
金
子
当
時
御
定
之
通
埓
御
立
難
被
遊
儀
御
座
候
ハ
ヽ
年
賦
成
共
御
換
被

遊
、
当
暮
ゟ
御
米
ニ
而
御
渡
シ
被
下
候
様
御
證
文
御
仕
替
被
下
候
様
奉
願
候
、

此
上
ニ
茂
急
御
用
御
座
候
ハ
ヽ
前
々
御
定
之
通
さ
へ
埓
被
遊
被
下
候
ハ
ヽ
、
貸

金
子
之
儀
者
何
時
ニ
而
茂
御
用
相
立
可
申
候

一
私
義
近
年
其
元
様
御
取
持
ニ
而
御
交
被
仰
付
候
処
、
只
今
ニ
至
御
出
入
茂
難
成

様
ニ
罷
成
今
更
外
聞
共
迷
惑
仕
候
、
旦
那
様
御
年
ニ
立
申
度
口
上
書
を
以
申
上

候
以
上

　

巳
（
正
徳
三
）二月

犬
山
屋
分
左
衛
門　
　

太
田
弥
太
郎
様

一
方
町
人
側
が
云
う
大
名
貸
は
公
儀
側
の
借
金
だ
が
、「
御
借
上
金
」
と
称
さ
れ
て

（
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二

町
人
は
屢
々
協
力
を
求
め
ら
れ
た
。
一
例
を
あ
げ
る
と
「
御
成
御
用　

街
中
御
借
上
金

帳　

元
禄
十
・
十
二
・
十
三
年
」
な
る
史
料
が
あ
る（
整
理
し
た
〔
表
6
〕
を
示
す
）。
表

題
か
ら
尾
張
藩
主
参
勤
交
替
に
際
し
経
費
の
一
部
を
町
人
か
ら
借
上
げ
た
記
録
と
考
え

ら
れ
、
町
人
よ
り
三
回
で
延
二
三
二
人
か
ら
返
済
差
引
合
計
二
二
、
一
九
三
両
が
返
済

未
済
だ
っ
た
。
勧
進
の
世
話
人
は
両
替
商
平
田
惣
助
・
同
平
田
新
六
・
材
木
商
天
満
屋

九
兵
衛
・
同
犬
山
屋
分
左
衛
門
が
務
め
た
。
両
平
田
家
は
藩
御
用
両
替
職
の
他
に
も
藩

札
出
納
・
米
切
手
─
正
金
兌
換
を
務
め
て
い
た
の
で
適
役
だ
が
、
天
満
屋
・
犬
山
屋
二

軒
の
材
木
商
が
名
を
連
ね
た
の
は
、
藩
主
参
勤
の
江
戸
下
向
路
に
は
通
常
中
山
道
が
選

ば
れ
た
の
で
、
木
曽
を
稼
場
と
す
る
二
軒
の
材
木
屋
に
と
っ
て
は
、
藩
主
と
地
域
に
対

す
る
恰
好
の
恩
返
し
機
会
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
時
は
三
回
分
で
犬
山
屋
が
一
五
〇

〇
両
拠
出
し
、
呉
服
商
堺
屋
に
次
ぐ
第
二
位
で
、
名
古
屋
の
豪
商
呉
服
屋
伊
藤
屋
を
凌

い
だ
。

し
か
し
御
借
上
金
の
返
済
は
き
び
し
く
、
こ
の
時
の
御
成
御
用
金
総
三
四
、
〇
六
八

両
の
内
一
一
、
八
七
五
両
が
返
済
と
史
料
に
あ
る
が
、
残
余
が
ど
う
な
っ
た
か
は
不
祥

で
あ
る
。
し
か
し
近
世
末
期
の
町
人
が
か
な
り
の
貸
倒
れ
を
負
わ
さ
れ
た
の
は
史
実
で

あ
り
、
大
石
慎
三
郎
氏
に
よ
る
と
紀
州
藩
は
寛
文
─
延
宝
期
、
三
井
高
利
か
ら
御
借
上

の
金
子
一
〇
、一
六
〇
両
の
う
ち
、三
、五
七
〇
両
が
未
返
済
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

実
に
三
五
％
で
あ
っ
た
。

　

④　

新
田
開
発
投
資

木
曽
山
地
方
で
は
、
森
林
資
源
の
減
耗
と
食
糧
需
給
の
必
迫
、
高
い
商
品
価
値
の
米

穀
と
享
保
改
革
に
よ
る
新
田
開
発
奨
励
等
の
状
況
下
に
お
い
て
、
一
部
の
庶
民
は
米
穀

の
直
接
生
産
す
な
わ
ち
新
田
開
発
投
資
に
む
け
て
行
動
を
開
始
し
た
。
さ
き
の
犬
山
屋

神
戸
家
宝
永
期
の
「
大
福
帳（
苗
木
村
分
）」
に
も
「
三
百
六
拾
両
渡　

大
宝
新
田
入
用

金　

若
山
佐
助
」
と
か
、「
百
七
拾
五
両
渡　

大
宝
新
田
入
用
栗
石
前
金
内
渡　

境
久

助
」
等
の
記
録
が
あ
る
。
こ
の
大
宝
前
新
田（
通
称
大
宝
新
田
）は
後
に
神
戸
新
田
と
改

称
さ
れ
た
所
で
、
す
で
に
大
石
慎
三
郎
氏
の
名
著
が
あ
る
の
で
今
更
に
な
る
が
、
若
干

付
言
し
て
お
く
。
当
時
の
状
況
を
尾
張
藩
吏
樋
口
好
古
の
巡
察
記
『
尾
張
徇
行
記
』
か

ら
、
少
し
長
く
な
る
が
重
要
箇
所
を
引
用
す
る
。

　

神
戸
新
田
・
大
宝
前
新
田

　

延
享
二
丑
年
縄
入

○
高
四
百
九
十
九
石
七
斗
六
升
九
合　

神
戸
新
田

　

田
畠
四
十
五
町
七
反
八
畝
二
十
七
歩

　
　

内
四
石
二
斗　

田
三
反
五
畝
歩　

前
々
引

　

残
高
四
百
九
十
五
石
五
斗
六
升
九
合

　

田
畠
四
十
五
町
四
反
三
畝
二
十
七
歩

　
　

内�

田
四
十
二
町
六
反
二
十
七
歩

畑
二
町
八
反
三
畝
歩　
　

一　

今
戸
二
十
八　

口
二
百
六　

馬
五
匹

一　

此
新
田
ハ
宝
永
四
亥
年
神
戸
文
左
衛
門
開
墾
シ
、
最
初
ハ
百
二
十
五
町
歩
ナ

リ
シ
カ
其
年
大
地
震
ニ
テ
ク
リ
コ
ミ
、
翌
子
春
再
墾
セ
リ
、
又
其
年
七
月
大
風

高
波
ニ
テ
決
壊
シ
、
其
時
沖
手
ニ
テ
二
十
五
町
ホ
ト
切
出
シ
、
又
正
徳
四
午
年

大
風
ノ
後
五
十
町
余
切
出
シ
、
享
保
七
寅
年
今
ノ
町
反
数
ニ
ナ
リ
、
延
享
二
丑

年
検
地
ア
リ（
中
略
）、
初
大
宝
前
新
田
ト
云
、
文
化
年
中
神
戸
新
田
ト
名
目
改

ル
、
犬
山
屋
文
左
衛
門
控
ナ
リ
、

一　

此
新
田
ハ
初
メ
宝
永
四
亥
年
町
数
百
弐
十
五
町
入
札
ニ
申
付
、
敷
金
七
千
八

百
十
一
両
二
分
度
々
ニ
差
上
自
分
金
ヲ
以
テ
堤
築
立
、
翌
子
年
ヨ
リ
酉
年
マ
テ

十
ケ
年
作
取
、
年
数
明
十
年
百
名
極
免
高
五
ツ
取
ノ
筈
ニ
テ
堤
ヲ
築
立
ケ
ル

（
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町人名と屋号 居住地 職�業
御�借�上�金�額 元禄10~13年の

御被下置候金額10丑年 12卯年 13辰年 3ヵ年合計
両 両 両 両 両�分 匁�分�厘�毛

与 左 衛 門 海 老 屋 町 100 100 200 400 100. �8.1.5.
勘 右 衛 門 同 100 30 30 160 63.1 21.4.1.
平 太 夫 戸 田 町 100 50 50 200 66.3 10.4.1.5
治郎右衛門 同 100 50 100 250 75. 15.4.1.5

嶋津屋 武 左 衛 門 同 100 50 50 200 66.3 10.4.1.5
彦 左 衛 門 塩 町 100 60 40 200 66.2 19.5.
孫 兵 衛 大 船 町 200 100 100 400 133.1 49.1.9.3
孫 十 郎 同 100 33 50 183 74.3 47.0.9.6
新 助 同 100 33 50 183 63.3 19.5.9.6
喜 兵 衛 船 入 町 150 100 25 275 95.3 49.2.9.

堺�屋 吉 左 衛 門 納 屋 町 呉服商 1,000 300 300 1,600 601.3 32.3.2.
与 兵 衛 同 100 100 40 240 73. 49.1.5.5
清 治 郎 藤 町 200 150 250 125.2 4.8

川方屋 善 右 衛 門 下 材 木 町 材木商 100 15 50 165 60.2 28.6.6.5
長 左 衛 門 同 100 30 100 230 71.1 39.3.4.1
清 左 衛 門 上 材 木 町 100 100 50 250 60.2 28.6.6.5
与 右 衛 門 同 100 100 50 250 74.3 44.0.4.
彦 兵 衛 同 100 50 50 200 66.2 14.8.7.
太 左 衛 門 下 御 園 町 100 100 50 250 74.3 12.1.5.
孫 十 郎 小 桜 町 100 33 50 183 64. 9.8.1.6

和泉屋 権 右 衛 門 上 長 者 町 酒　商 100 50 50 200 66.3 10.9.7.6
仁 左 衛 門 下 長 者 町 100 30 50 180 63.1 20.3.0.5
儀 右 衛 門 同 100 20 50 170 61.3 11.3.0.5
八郎右衛門 本 町 100 30 30 160 59.2 36.8.3.
孫 九 郎 同 200 100 100 400 133.1 14.
重 左 衛 門 同 150 20 100 270 95. 16.5.9.
太 郎 兵 衛 鉄 砲 町 150 200 100 450 124.2 35.4.6.
空 三 橘 町 100 50 150 58.1 5.
利 助 伝 馬 町 100 100 70 270 78.1 11.5.6.
孫 十 郎 同 100 100 50 250 75. 6.4
伊 右 衛 門 同 100 100 50 250 75. 7.2
九 郎 兵 衛 同 100 100 50 250 75. 6.4 �
惣 助 万 屋 町 100 30 130 55.1 2.5.5.
伊 兵 衛 永 安 寺 町 100 50 50 200 66.1 19.0.5.

麻�屋 吉 左 衛 門 五 条 町 500 50 200 750 292. 25.2.
彦 市 同 100 50 50 200 66.2 14.6.7.
孫 市 上 畠 町 150 200 150 500 133.1 32.3.4.
八 右 衛 門 和 泉 町 100 50 57 207 67.3

伊藤屋 次郎左衛門 茶 屋 町 呉服商 100 30 50 180 63. 24.8.7.2
長 三 郎 同 100 11 50 161 60. 16.7.7.2
五 左 衛 門 同 100 20 50 170 61.2 15.8.7.2
仁 右 衛 門 同 150 30 100 280 96.2 27.9.7.
喜 右 衛 門 同 100 20 50 170 61.2 11.9.5.
太 兵 衛 住 吉 町 100 150 250 75.1
平 兵 衛 呉 服 町 200 200 100. 13.8
助 九 郎 竹 屋 町 200 100 100 400 133.2 12.8.5.2
伊 右 衛 門 同 100 40 30 170 61.2 24.2.6.3
小 左 衛 門 伊 勢 町 100 70 50 220 69.3 5.4.

加島屋 治 郎 九 郎 久 屋 町 油　商 100 30 50 180 63.1 5.
九 郎右衛門 宮 町 100 37 50 187 64.2 15.0.5.6
市郎左衛門 同 100 37 50 187 64.2 15.0.5.6
久 治 郎 同 100 36 50 186 64.1 20.1.2.6
又 平 駿 河 町 100 45 30 175 62.2 10.5.

〔表6〕元禄期尾張藩御成御用町中御借上金
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太郎左衛門 同 100 50 150 58.2 5.
庄 八 京 町 200 100 100 400 133.1 17.2.
彦 十 郎 中 市 場 町 100 50 50 200 66.2 15.5.7.
市 右 衛 門 同 100 50 50 200 66.2 15.7.5.

清水屋 与 吉 小 牧 町 質　商 100 50 150 58.1 18.6.2.
与 十 郎 同 100 100 50 250 74.3 18.6.2.
平 兵 衛 鍋 屋 町 100 10 50 160 59.3 24.

百足屋 孫 九 郎 同 酒　商 100 10 50 160 59.3 24.
水�野 太郎左衛門 同 鋳物師 100 10 50 160 59.3 24.
天満屋 九 兵 衛 上 材 木 町 材木商 500 200 200 900 317.2 30.
犬山屋 分 左 衛 門 元 材 木 町 　同 1,000 200 300 1,500 585.2 30.
平�田 新 六 両 替 町 両替商 230 150 380 140.2

八 左 衛 門 納 屋 町 50 100 30 180 46.1 49.3.5.
治 右 衛 門 同 30 100 10 140 33. 42.7.2.
甚 三 郎 同 30 100 10 140 33. 42.7.2.
孫 右 衛 門 新 町 150 50 100 300 100. 23.9.8.

その他省略人数
人 人 人

250 163 248

その他とも合計金額
両 両 両 両 両�分 匁�分�厘�毛

17,345 7,710 9,013 34,068 11,875.3 15.4.1.5

註　屋号と職業の欄は判別できたものだけを記した。
出所史料「元禄十丑年　御成御用　町中御借上金帳　上」（徳川林政史研究所所蔵）
　　　　「元禄十二卯年　同上　中」（同上）
　　　　「元禄十三辰年　同上　下」（同上）

カ
、
子
年
暴
風
ニ
テ
堤
決
壊
シ
、
見
立
ニ
テ
町
数
二
十
五
町
程
ク
リ
コ
ミ
寅
夏

マ
テ
ニ
堤
築
立
リ
、
然
ル
ニ
十
（
正
徳
四
年
）

年
以
前
午
ノ
年
ニ
大
風
ニ
テ
堤
決
壊
シ
度
々
ノ

損
亡
入
用
不
少
ニ
ヨ
リ
、
依
願
御
定
ノ
外
作
取
年
数
ヲ
延
、
享
保（
二
酉
年
ヨ
リ
）

八
卯
年
四
月
ヘ
ト
願
ヒ
、
前
寅
年
申
渡
如
左

一　

大
宝
前
新
田
之
儀
、
来
卯
年
作
取
年
数
明
已
後
反
ニ
弐
斗
三
升
永
々
定
納
之

筈
先
年
相
極
候
処
、
各
新
田
之
儀
敷
金
大
分
差
上
町
数
百
廿
五
町
程
取
立
候

処
、
度
々
之
大
難
ニ
テ
入
用
金
三
万
五
千
両
余
ニ
テ
漸
五
拾
町
程
取
立
候
付
、

借
金
利
鞘
差
支
へ
甚
及
難
渋
候
間
、
来
卯
年
ゟ
寅
年
迄
十
二
年
作
取
年
数
差

延
、
年
数
明
已
後
反
取
を
も
御
減
被
下（
中
略
）、
来
卯
年
ゟ
子
年
迄
十
ケ
年
之

内
作
取
年
数
明
享
保
十
八
丑
年
ゟ
反
ニ
壱
斗
七
升
ツ
ヽ
定
納
被
仰
付
、
堤
圦
等

修
復
之
儀
当
時
中
堤
御
取
払
ニ
成
候
後
ハ
惣
御
国
堤
之
儀
候
故
願
之
通　

上
よ

り
御
修
復
被
仰
付
筈（
中
略
）ニ
候
事

　

宝
暦
十
二
年　

海
西
郡
大
宝
前
新
田
高
田
畑
書
上
帳

　
　
　

午
二
月

一
高
四
百
九
拾
九
石
七
斗
六
升
九
合　

大
宝
前
新
田

　

田
畑
四
拾
五
町
七
反
八
畝
廿
七
歩　
　

�

（
後
神
戸
新
田
ト
改
）

　
　
　

内

　
　

高
四
石
弐
斗

　
　

田
方
三
反
五
畝
歩　
　
　

前
々
引

　

残
高
四
百
九
拾
五
石
五
斗
六
升
九
合

　

田
畑
四
拾
五
町
四
反
三
畝
廿
七
歩

　
　
　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

概
反
壱
石
壱
斗
弐
合
六
勺
六
才

　
　

上　
　

八
町
八
反
弐
畝
廿
七
歩　
　

反
壱
石
四
斗
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五
五

　
　

中　
　

拾
壱
町
拾
反
三
歩　
　
　
　

反
壱
石
弐
斗

　
　

下　
　

拾
五
町
五
反
八
畝
拾
弐
歩　

反
壱
石

　
　

下
　々

六
町
九
反
九
畝
拾
五
歩　
　

反
八
斗

　

高
弐
拾
五
石
七
斗
五
升
壱
合

　

畑
方
弐
町
八
反
三
畝

　
　
　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

概
反
九
斗
九
合
九
勺
弐
才

　
　
　

上　
　

壱
町
七
畝
弐
歩　
　
　
　

反
壱
石

　
　
　

中　
　

五
反
弐
畝
三
歩　
　
　
（
反
七
斗
）

　
　
　

下　
　

壱
反
九
畝
拾
歩　
　
　
　

反
五
斗

　
　
　

下
　々

九
反
五
畝
拾
四
歩　
　
　

反
四
斗

　
　
　

屋
敷　

九
反
五
畝
拾
四
歩　
　
　

反
壱
石

右
ハ
此
度
御
尋
ニ
付
書
付
差
上
申
候
通
相
違
無
御
座
候
以
上

　
　

午
（
宝
暦
十
二
）

二
月�

右
新
田
庄
屋　
　

重
左
衛
門　

　
　
　

尾
崎
友
治
郎
様

要
約
す
る
と
、
村
高
四
九
九
石
は
す
べ
て
蔵
入
地
で
、
犬
山
屋
神
戸
分
左
衛
門
が

七
、
八
一
一
両
二
分
の
敷
金
で
落
札
し
、
鍬
下
年
数
一
〇
年
取
箇
五
ツ
と
い
う
条
件

だ
っ
た
。
し
か
し
実
際
は
新
田
造
営
着
手
の
宝
永
四
年
に
大
地
震
、
翌
宝
永
五
年
は
大

風
高
浪
、
正
徳
四
年
の
大
風
高
潮
、
享
保
七
年
も
大
風
高
潮
と
度
々
自
然
災
害
に
見
舞

わ
れ
、
当
初
の
計
画
一
二
五
町
は
、
被
災
と
復
旧
を
く
り
返
し
た
結
果
、
享
保
七
年
四

五
町
七
反
に
後
退
し
た
。
こ
の
間
の
復
旧
費
用
も
三
五
、
〇
〇
〇
両
を
費
し
た
。
と
な

れ
ば
新
田
の
門
出
に
際
し
て
犬
山
屋
本
家
弥
左
衛
門
は
、
希
望
よ
り
も
一
層
慎
重
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

　
　

口
上
覚

一
私
儀
連
々
身
上
仕
お
く
れ
申
、
湊
問
屋
役（
御
免
＝
原
本
脱
カ
）奉
願
候
程
之
仕

合
ニ
罷
成
候
儀
御
尋
被
遊
候
間
、
乍
惮
有
増
（
概
）左

ニ
記
シ
申
上
候
、
先
年
者
金
子

等
義
少
々
貯
罷
在
候
間
末
々
相
続
之
為
与
存
、
一
家
共
仲
間
ニ
而
大
宝
前
御
新

田
取
立
申
候
処
、
四
度
大
破
仕
金
子
四
千
両
程
損
亡
仕
候
、
名
和
前
御
新
田
茂

先
年
大
破
仕
丹
那
様
ゟ
茂
尤
御
金
被
下
置
候
得
共
此
節
茂
金
子
百
五
拾
両
程
相

足
シ
申
候
、
知
多
郡
御
新
田
者
御
影
ニ
而
控
居
申
候
得
共
、
近
年
者
堤
御
普
請

金
相
滞
申
様
ニ
罷
成
、
是
以
難
儀
仕
候
御
当
地
ニ
而
茂
御
田
地
少
ニ
相
求
置
申
候

得
共
近
年
作
徳
（
得
）無
御
座
、
是
亦
物
成
ニ
不
罷
成
候
、
且
亦
内
田
村
乗
前
持
共

困
窮
仕
桴
乗
下
ケ
場
不
仕
、
年
々
取
替
申
金
子
三
百
両
餘
茂
御
座
候
得
共
、
世

柄
悪
敷
故
返
済
不
仕
、
右
旁
々
ニ
而
少
々
貯
之
金
子
等
拂
底
仕
其
上
、
右
申
上

候
通
湊
之
徳
用
無
御
座
、
身
上
暮
方
必
至
与
差
支
可
仕
様
無
御
座
候
間
奉
願
上

候
而
、
在
郷
江
茂
引
籠
如
何
共
相
暮
可
申
与
奉
存
候
得
共
、
是
亦
渡
世
之
手
当

無
御
座
難
儀
仕
候
、
幸
隠
居
家
御
座
候
間
是
江
引
込
身
上
切
替
如
何
様
共
暮
見

申
度
奉
願
候
以
上

　

�

元
文
二
巳
年
三
月

神
戸
弥
左
衛
門　
　

　
（
錦
織
御
陣
屋
江
）

四
　
結
　
語
─
遥
け
し
産
業
資
本
家
へ
の
途
─

元
和
・
寛
永
の
最
盛
期
に
大
儲
け
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
材
木
商
は
、
そ
の
後
濫
伐

の
結
果
と
し
て
森
林
資
源
の
滅
耗
に
追
い
込
ん
だ
。
尾
張
藩
は
、
こ
の
危
機
を
回
避
す

べ
く
禁
伐
制
度
を
強
力
に
実
行
し
、寛
文
・
享
保
の
二
度
に
亘
る
林
政
改
革
を
行
っ
た
。

し
か
し
尽
山
化
し
た
森
林
の
回
復
が
容
易
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
、
材
木
商
は
め
っ
き
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五
六

り
減
少
し
た
仕
出
材
の
不
足
を
買
材
で
補
お
う
と
し
た
が
、
尽
山
化
の
た
め
に
集
荷
が

捗は
か
ば
か々

し
く
な
か
っ
た
こ
と
は
〔
表
7
〕
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
例
え
ば
買
付
先
が
広
範

に
わ
た
る
こ
と
、
金
額
が
小
額
で
一
桁
の
買
付
も
か
な
り
多
い
こ
と
等
想
像
以
上
の
深

刻
さ
だ
っ
た
。
享
保
七
・
八
年
は
犬
山
屋
神
戸
分
左
衛
門
が
材
木
業
か
ら
撤
退
す
る
十

年
前
だ
が
、
両
年
の
年
間
買
材
額
一
六
六
両
と
一
八
八
両
は
、
繁
昌
し
て
い
た
元
禄
二

年（〔
表
1
〕）の
仕
出
材
益
金
七
、
一
五
六
両
の
そ
れ
ぞ
れ
二
・
三
％
と
二
・
六
％
に
す

ぎ
な
か
っ
た
。

し
か
し
材
木
屋
に
代
る
事
業
を
探
す
と
な
る
と
容
易
で
は
な
い
。
ま
ず
田
畑
の
少
な

い
木
曽
地
方
は
住
民
の
食
糧
確
保
に
不
安
が
あ
り
、
外
部
か
ら
の
供
給
に
負
う
と
こ
ろ

が
大
き
か
っ
た
。
そ
こ
で
名
古
屋
を
中
心
と
す
る
商
人
間
で
、
取
扱
商
品
を
担
保
に
利

子
付
運
転
資
金
の
融
資
活
動
を
行
い
、
米
穀
・
麦
類
・
大
豆
の
流
通
に
積
極
的
に
関
わ
っ

て
い
っ
た
。
そ
の
他
に
も
実
綿
・
操
綿
等
の
繊
維
品
、
蠟
燭
等
の
生
活
必
需
品
に
も
関

心
を
も
っ
た
。
特
に
米
穀
は
尾
張
藩
士
と
の
間
で
扶
持
米
を
担
保
に
家
中
貸
が
か
な
り

あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
は
年
貢
木
制
度
廃
止
＝
下
用
米
廃
止
後
の
米
穀
供
給
に
貢
献
す

る
と
こ
ろ
に
も
な
っ
た
。

犬
山
屋
神
戸
分
左
衛
門
に
は
ま
た
商
店
融
資
や
家
中
貸
以
外
に
も
、
名
古
屋
と
江
戸

で
町
屋
敷
の
家
賃
・
不
動
産
収
入
と
貸
付
金
収
入
の
生
活
、
い
わ
ゆ
る
竹
内
誠
氏
が
い

う
「
仕し

も舞
う
た
屋
」
の
一
面
も
み
え
て
く
る
。
し
か
し
一
見
持
続
す
る
と
思
わ
れ
た
こ

れ
等
「
商
い
せ
ざ
る
町
人
」
の
生
活
も
、
実
際
は
江
戸
の
場
合
本
来
売
買
禁
止
の
「
拝

領
地
」
が
多
く
、
屢
々
公
儀
御
用
と
し
て
上
地
さ
れ
、
且
公
役
金
を
徴
収
さ
れ
た
。
一

方
享
保
・
寛
政
林
政
改
革
の
際
地
代
店
賃
の
引
下
げ
が
地
借
・
店
借
層
救
済
の
た
め
に

幕
府
か
ら
発
動
さ
れ
た
。
ま
た
不
況
時
に
は
地
代
・
家
賃
の
滞
納
や
明
地
・
明
家
が
増

加
し
た
。
さ
ら
に
木
造
家
屋
は
度
重
な
る
火
災
・
台
風
に
脆
く
、
そ
の
上
耐
用
年
数
が

短
か
い
弱
点
が
あ
っ
た
。
か
く
て
不
動
産
投
資
は
必
ず
し
も
材
木
商
に
代
る
持
続
安
定

を
保
証
す
る
金
の
な
る
木
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
な
る
と
も
っ
と
も
持
続
可
能
な
投
資

先
と
し
て
米
穀
が
注
目
さ
れ
て
く
る
。
近
世
で
は
米
穀
は
食
料
だ
け
で
な
く
、
年
貢
と

し
て
も
、
扶
持
と
し
て
も
貨
幣
に
次
ぐ
経
済
的
価
値
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
犬
山
屋
神
戸
家
は
米
穀
取
引
の
た
め
米
会
所
開
設
を
申
請
し
て
不
許
可
に
な
っ

た
こ
と
は
、
前
文
〔
三
章　
（
二
）節　

②
項
〕
で
ふ
れ
た
。
そ
こ
で
今
度
は
米
穀
生
産

に
直
接
関
わ
る
べ
く
、
町
人
請
負
新
田
開
発
へ
の
投
資
が
浮
上
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
新
田
開
発
は
建
設
す
れ
ば
成
果
が
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
成
功

す
る
に
は
二
つ
の
条
件
が
あ
る
。
一
つ
は
立
地
条
件
で
、
木
曽
川
等
大
河
々
口
三
角
州

沖
積
地
の
伊
勢
湾
奥
干
潟
に
設
立
し
た
こ
の
干
拓
地
新
田
は
、
台
風
が
も
た
ら
す
水
害

と
高
潮
の
危
険
に
度
々
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
生
じ
る
損
害
復
旧
の
高
額

費
用
の
内
、
復
旧
経
費
だ
け
は
「
惣
御
国
堤
之
儀
故
願
之
通　

上
よ
り
御
修
復
被
仰
付

筈
」
と
公
儀
負
担
が
筋
と
い
う
の
は
現
代
迄
通
じ
る
理
念
だ
が
、
一
方
現
代
の
伊
勢
湾

台
風
時
に
み
る
よ
う
に
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ

る
。
問
題
は
土
木
技
術
の
他
に
も
、
新
田
開
発
に
投
資
す
る
材
木
商
人
は
堤
防
建
設
や

修
築
費
用
に
追
わ
れ
て
、
当
時
着
手
し
始
め
た
商
利
貸
付
・
商
品
販
売
等
兼
業
部
門
が

圧
迫
さ
れ
て
縮
小
・
整
理
へ
む
か
い
、新
田
経
営
も
し
だ
い
に
重
荷
に
な
っ
て
行
っ
た
。

と
す
れ
ば
犬
山
屋
本
家
先
代
の
神
戸
弥
左
衛
門
に
よ
る
さ
き
の
杞
憂（
註
50
）は
、
当
時

す
で
に
現
実
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
き
の
大
石
慎
三
郎
氏
は
大
宝
前
新
田
の
見
積
高
を
立
て
、
享
保
初
期
の
実
収
高
と

の
対
照
表
を
造
り
、「
予
定
通
り
と
（
穫
）れ
て
い
る
。
そ
れ
故
順
調
に
ゆ
け
ば
新
田
経
営
と

云
う
も
の
は
す
ば
ら
し
い
事
業
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
水
田
の
年
貢
は
金

納
で
は
な
く
年
貢
米
だ
っ
た
の
で
、
米
の
相
場
が
吊
り
上
が
る
と
大
名
・
武
士
と
商
人

が
利
益
を
得
る
代
り
に
、
農
民
以
外
の
庶
民
は
困
窮
し
た
。
そ
こ
で
幕
府
は
米
相
場
の

放
任
を
止
め
て
蔵
米
の
集
積
地
で
あ
る
大
坂
堂
島
に
享
保
十
五
年
、
米
会
所
を
開
設
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七

年　度 伐出山 買　�付　�先 主要材種 数　量 買付合計金額
　　本　 両�分 匁分厘

享保7年寅 田瀬山 　手前買 松2間6寸角 40． 5.3 7.8
　同 　　同 同 63． 10.3 14.0.6
　同 　　同 松2間方五 54． 2.1
麻生山 　手前買 栗丸太 590． 2.2 12.1.6
　同 　　同 松丸太 349． 10.2 13.6.2
　同 　　同 栗丸太 191． 2.3 3.5.4
　同 材木町　徳三郎払 松丈 23． 2.2 1.5.
前沢山 下材木町新八郎払 栂2間6寸角 106． 19. 1.4.7
加子母山 下材木町惣兵衛払 松2間6寸源太 26． 3.1 13.
　同 　　同 栗2間6寸角 30． 5.1 4.2.
　同 　　同 同 21． 4.3 13.8.5
　同 　　　　吉左衛門 椹2間6寸角 � 50． 10.1 5.7.4
付知山 下材木町善左衛門 松2間6寸角 37． 5.2 4.1
川上山 　手前買 栗2間6寸角 72． 13.2 8.4.
岩沢山 　　同 栗2間源太 126． 5.1 13.6
和田山 　　同 樅丈弐6寸 29． 3.2 14.5.4
さくら沢山 　　同 栗丸太 177.� 1.3 2.2.7
千原山 　　同 明檜2間6寸角 40． 10. 10.8.3
野浦山 上材木町与右衛門払 檜2間方五 35． 2. 7.2.7
飛州山 　　　　津国屋 椹五弐中榑 100． 2.3 11.4.6

上材木町与右衛門払 檜五五中 212． 9.1 10.3.3
下材木町新八郎払 明檜五尺中 100． 3.3 5.7.7
下材木町久右衛門払 巤子五五中 128． 5.1 11.8.
白鳥　　治右衛門払 明檜五五中 65． 2.3 4.5.6
下材木町久右衛門払 明檜五中 223． 9.1 2.4.6

飛州山 　　　　津国屋 明檜五五中 151． 5. 2.
材木町　徳三郎払 朶丸太 210． 2. 6.

郡上山 　手前買 檜2間源太 �36． 5.1 7.3.8
享保8年卯 麻生山 　手前買 栗丸太 154． 1.3 10.5.

　同 　　同 同 240． 3. 14.6.
　同 　　同 同 280． 1.3 7.
前沢山 下材木町新八郎払 栗2間方五 46． 2.2 12.3.5
加子母山 　手前買 檜椹2間6寸角 43． 8. 6.3.
　同 　　同 栗方五 74． 4.2 12.8.
　同 　　同 檜椹方五 66． 3.1 3.
　同 　　同 樅壱丈6寸角 48． 6.2 12.6.
　同 　　同 樅2間6寸角 61． 10.1 5.4.3
　同 　　同 松2間6寸角 26． 3.1 1.2.6
付知山 下材木町久右衛門払 栗2間6寸角 37． 8.1 14.8.4
　同 　　　　源七 栗2間源太 24． 2. 7.4.3
岩沢山 　手前買 同 90． 3.3
和田山 　　同 松方五 72． 2. 2.
　同 　　同 松2間 37． 5.1 8.6.3
　同 下材木町惣兵衛 松壱丈6寸角 50． 6.1 6.6.3
千原山 　手前買 明檜2間6寸角 77． 15.1 10.3.�
瀧上山 　　同 檜2間7寸源太 67． 9.3 6.1.8
　同 　　　　屋敷分吉 椹五弐中 251． 4.2 3.8.1
　同 材木町　徳三郎 檜2間6寸角 63． 14. 2.4.9
白木山 下材木町新八郎 椹2間6寸角 49． 7.2 9.6.
　同 下材木町勘四郎 姫子丈弐6寸角 32． 6.2 5.6.5
小野山 　手前買 栗方五 205． 11.3 10.1.
飛州山 　　　　津国屋 病巤五五中榑 282． 6.2 3.5.
　同 　　　　　同 檜五尺中榑 125． 2.2
　同 　　　　　同 松五尺中榑 172． 3.1 11.4.�

下材木町久右衛門 檜五尺中榑 173． 4. 7.1.4
材木町　弥兵衛 松2間6寸角 33． 3.3 1.9.2
　　　　　同 松壱間6寸角 15． 1.3 12.3.7
材木町　次左衛門 栗壱丈6寸角 27． 4.3 13.0.1
上材木町九兵衛 樅2間6寸角 35． 5. 5.3.�
下材木町三郎兵衛 明檜壱丈6寸角 23． 4.1 6.3.8
　　同 松壱丈6寸角 35． 3.3 8.7.3
下材木町惣兵衛 松壱丈6寸角 22． 3.2 2.1.4
材木町　甚右衛門 栗源太 75． 2.2

〔表7〕犬山屋神戸家による材木買付記録

出所史料「享保七・八歳　材買帳　犬山屋」（徳川林政史研究所所蔵）



尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

五
八

し
、
以
後
相
場
の
行
き
過
ぎ
の
調
整
に
入
っ
た
。
そ
う
は
い
っ
て
も
相
場
の
変
動
は
大

き
く
、
享
保
十
五
年
に
は
一
両
当
り
で
買
え
る
米
の
分
量
が
二
石
五
斗
だ
っ
た
が
、
そ

の
後
幾
多
の
騰
落
を
く
り
返
し
て
万
延
元
年
に
は
最
高
値
を
つ
け
、
一
両
当
り
の
分
量

が
四
斗
九
升
に
な
り
、
そ
の
差
は
五
・
一
倍
の
高
値
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
を
反
対
側
か

ら
み
れ
ば
貨
幣
価
値
が
一
九
％
へ
下
落
し
て
町
人
を
襲
っ
た
こ
と
に
な
る
。

商
人
が
新
田
開
発
へ
投
資
す
る
目
的
の
一
つ
は
商
品
と
し
て
の
米
穀
の
獲
得
に
あ
る

が
、
も
う
一
つ
水
田
と
い
う
不
動
産
所
有
を
通
し
て
の
信
用
の
形
成
で
も
あ
っ
た
。
こ

れ
は
商
業
・
金
融
事
業
に
お
け
る
資
金
繰
に
際
し
、
所
有
担
保
の
多
寡
は
結
果
に
決
定

的
影
響
を
与
え
た
。
さ
ら
に
事
業
拡
大
に
あ
た
っ
て
の
出
資
金
創
出
に
際
し
、
売
却
で

担
保
を
減
ず
る
こ
と
な
く
し
て
新
た
に
利
潤
を
生
む
兼
業
事
業
開
設
を
可
能
に
す
る
唯

一
の
物
件
で
も
あ
っ
た
。
近
世
に
お
け
る
新
田
投
資
等
で
多
く
の
水
田
を
所
有
し
た
、

い
わ
ゆ
る
寄
生
地
主
で
も
あ
る
商
人
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
条
件
を
満
し
て
い
た
。
例
え

ば
、
大
坂
の
鴻
池
善
右
衛
門
は
、
酒
造
・
海
運
・
両
替
商
・
掛
屋
・
大
名
貸
で
産
を
成

し
、
新
田
開
発
へ
投
資
し
た
。
出
羽
庄
内
の
本
間
四
郎
三
郎
光
丘
は
北
前
船
廻
船
問
屋

で
蝦
夷
地
・
大
坂
の
交
易
と
大
名
貸
を
行
い
、
同
時
に
全
国
第
一
の
水
田
所
有
者
で
も

あ
っ
た
。
ま
た
備
前
倉
敷
の
近
江
屋
与
兵
衛
即
ち
大
原
考
四
郎
は
、
蔵
米
・
実
綿
・
繰

綿
・
呉
服
の
取
引
を
行
い
、
大
名
貸
お
よ
び
水
田
抵
当
で
高
利
貸
も
行
っ
た
等
、
枚
挙

に
限
が
な
い
。

一
方
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
や
奈
良
屋
茂
左
衛
門
は
材
木
で
巨
富
を
得
た
が
、
子
孫
は

材
木
屋
を
廃
業
し
町
屋
敷
店
貸
業
へ
転
じ
た
。
本
稿
の
主
役
犬
山
屋
神
戸
家
も
豪
遊
の

記
録
こ
そ
皆
無
だ
が
、
紀
文
や
奈
良
茂
と
の
類
似
性
も
多
い
。
し
か
し
新
田
開
発
投
資

で
不
在
地
主
経
営
を
試
み
た
先
の
鴻
池
家（
酒
造
・
両
替
商
）、
本
間
家（
廻
船
問
屋
）、
大

原
家（
繊
維
・
呉
服
問
屋
）等
は
本
業
健
在
で
資
金
源
が
安
定
し
て
い
た
の
に
対
し
、
神

戸
家
は
本
業
材
木
屋
が
行
き
づ
ま
っ
た
上
で
の
転
業
先
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
そ
の

（
55
）

（
56
）

先
も
紀
文
・
奈
良
茂（
材
木
商
）と
同
様
に
、「
仕
舞
う
た
屋
」
と
無
関
係
と
は
い
え
な

か
ろ
う
と
の
想
定
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

註（
1
）　

竹
内
誠
『
変
動
の
時
代
を
生
き
る
元
禄
人
間
模
様
』
角
川
書
店（
選
書
）、
二
〇
〇
〇
年
。

竹
内
誠
「
紀
伊
国
屋
文
左
衛
門
の
実
像
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
三
五
号
、

二
〇
〇
一
年
）。

（
2
）　

鶴
岡
実
枝
子
「『
奈
良
茂
家
』
考
」（『
史
料
館
研
究
紀
要
』
第
八
号
、
一
九
七
五
年
）。

（
3
）　

林
順
子
「
近
世
前
期
の
名
古
屋
材
木
商
犬
山
屋
神
戸
家
の
経
営
」（『
財
団
法
人
犬
山
城
白

帝
文
庫
研
究
紀
要
第
二
号
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
4
）　

大
石
慎
三
郎
「
町
人
請
負
新
田
の
成
立
事
情
─
神
戸
新
田
─（
大
宝
前
新
田
の
場
合
）─
」

（『
史
学
雑
誌
』
第
六
〇
編
第
九
号
、
一
九
五
一
年
）。

（
5
）　

所
三
男
『
近
世
林
業
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）。

（
6
）　
「
天
正
─
元
禄　

木
曽
古
記
録
写
壱　

松
原
記
録
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
7
）　
「
慶
長
─
寛
文　

木
曽
古
記
録
写
弐　

松
原
記
録
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
8
）　
「
竹
腰
文
書
弐
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）中
の
「
方
々
ゟ
来
書
付
類
」。

（
9
）　

前
掲（
7
）。

（
10
）　
「
寛
永
拾
五
年
─
正
保
四
年　

材
木
元
伐
仕
出
記
録
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
11
）　

前
掲（
10
）。

（
12
）　
「
宝
永
ゟ
享
保
度　

王
滝
村
古
事
書
上　

松
原
記
録
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
13
）　
「
木
曽
古
書
類
㈡
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
14
）　

前
掲（
7
）中
の
「
木
曽
丑
年
分
御
勘
定
目
録
」。

（
15
）　
「
宝
永
─
享
保
度
諸
記
録　

王
滝
村
松
原
彦
右
衛
門
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
16
）　

前
掲（
13
）中
の
「
口
上
覚
」。

（
17
）　
「
松
原
諸
事
書
留
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
18
）　
「
永
々
録　

弐
番　

犬
山
神
戸
氏
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）。

（
19
）　

前
掲
書（
18
）中
の
「
乍
恐
奉
願
上
候
御
事
」。

（
20
）　

前
掲
書（
18
）中
の
「
相
分
リ
候
世
代
之
分
左
ニ
申
上
候
」。



尾
張
藩
領
木
曽
川
域
に
お
け
る
地
場
材
木
商
の
盛
衰

五
九

（
21
）　

各
務
賢
司
編
『
錦
織
綱
場
─
木
曽
川
筏
流
送
の
歴
史
─
』（
八
百
津
町
教
育
委
員
会　

錦
織

綱
場
保
存
会　

復
刻
版　

二
〇
〇
八
年
）。
九
九
頁
。

（
22
）　

前
掲（
21
）九
八
頁
。

（
23
）　
「
延
宝
─
宝
永　

神
戸
木
材
文
書
一
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
24
）　
「
元
禄
十
三
年　

阿
寺
山
御
材
木
江
戸
大
坂
両
地
御
拂
代
金
請
取
渡
通　

神
戸
分
左
衛

門
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
25
）　
「
延
宝
─
享
保　

神
戸
借
用
金
文
書
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
26
）　

前
掲（
23
）。

（
27
）　

前
掲（
23
）。

（
28
）　

前
掲（
23
）。

（
29
）　
「
天
和
四
年　

加
子
母
金（
請
）帳　

犬
山
屋
神
戸
分
右
衛
門
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所

蔵
）。

（
30
）　
「
天
和
四
年（
起
）　

加
子
母
金（
渡
）帳　

神
戸
分
右
衛
門
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）。

（
31
）　

前
掲（
23
）。

（
32
）　
「
元
禄
四
年　

三
ヶ
村
山
ニ
而
手
前
金
を
以
本
伐
仕
出
帳
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
33
）　
「
宝
永
─
正
徳　

大
福
帳（
金
払
帳
）田
立
村
分　

材（名
古
屋
）

木
町　

犬
山
屋
神
戸
分
左
衛
門
」（
徳

川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
34
）　

前
掲（
33
）。「
宝
永
三
・
四
年　

大
福
帳（
金
払
帳
）苗
木
村
分　

材（名
古
屋
）

木
町　

犬
山
屋
神
戸
分

左
衛
門
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
35
）　

前
掲（
34
）。

（
36
）　

前
掲（
34
）。

（
37
）　

前
掲（
34
）

（
38
）　

前
掲（
34
）

（
39
）　
「
従
延
宝
至
寛
政　

永
々
録　

壱
番　

神
戸
弥
左
衛
門
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
40
）　

前
掲（
39
）。

（
41
）　

前
掲（
39
）。

（
42
）　

前
掲（
25
）。

（
43
）　
「
元
禄
─
享
保　

神
戸
木
材
文
書
三
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
44
）　
「
元
禄
十
─
十
三
年　

御
成
御
用　

町
中
御
借
上
金
帳
上
─
下
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所

蔵
）。

（
45
）　

前
掲（
4
）、
九
─
一
〇
頁
。

（
46
）　

前
掲（
34
）。

（
47
）　

前
掲（
４
）。

（
48
）　

樋
口
好
古
著
・
佐
々
木
隆
美
校
訂
『
尾
張
徇
行
記
』（
愛
知
県
教
育
会
復
刊
・
一
九
三
四
年
。

名
古
屋
市
教
委
再
復
刊
・
一
九
八
三
年
）名
古
屋
叢
書
続
編
第
八
巻
、
一
一
四
─
一
一
七
頁
。

（
49
）　
「（
愛
知
県
）海
西
郡
村
田
畑
書
上
帳　

旧
名
古
屋
税
務
所　

長
尾
文
書（
徳
川
林
政
史
研
究

所
所
蔵
）。

（
50
）　

前
掲（
39
）。

（
51
）　

前
掲（
1
）『
元
禄
人
間
模
様
』
一
三
一
─
一
三
三
頁
。

（
52
）　

前
掲（
2
）二
三
頁
。

（
53
）　

前
掲（
48
）。

（
54
）　

前
掲（
4
）。
一
七
頁
。

（
55
）　
「
享
保
十
年
ゟ
万
延
元
年
迄　

御
年
貢
御
直
段
銭
相
場
之
事　

松
原
諸
事
書
留
」（
徳
川
林

政
史
研
究
所
所
蔵
）。

（
56
）　

東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
「
倉
敷
紡
績
の
資
本
蓄
積
と
大
原
家
の
土
地
所
有
」
東
京
大

学
社
会
科
学
研
究
所
調
査
報
告
」（『
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
調
査
報
告
』
第
十
一
号
・
第

十
二
号
、
一
九
七
〇
年
）




